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― １ ―

　　The purpose of this paper is to examine the significance and problems of“tighter regulations” 
in high school correspondence courses by analyzing recent discussions by the Ministry of Education 
and the content of revised laws and regulations.
　　In recent years, despite the declining birth rate in Japan, the number of correspondence high 
schools and the number of students are on the rise. This suggests that there is a growing social need 
for correspondence high schools. On the other hand, inappropriate school operations have been 
identified as a problem in high school correspondence courses, and regulations have been tightened 
based on discussions at the Ministry of Education.
　　Based on the content of the discussions at the Ministry of Education, this paper analyzes the 
content of recent laws and regulations related to high school correspondence courses. As a result, the 
following significance and problems can be pointed out. First, the significance of this tightening of 
the regulation of high school correspondence courses is that it clarifies the information that must be 
disclosed as public education. Conversely, the problem is that the new system may not be able to 
accommodate learners who require individualized support. The future institutional issues will be to 
meet the diversity and individual needs of these learners.
　　In closing, future research is needed to re-locate the“tighter regulations”of high school 
correspondence courses from the perspective of overall educational policy trends in Japanese high 
school education.
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１　研究の目的と問題の所在

　本研究の目的は、近年の高等学校通信制課程（以下、通信制高校）に関する制度をめぐる国レ

ベルの議論および改正法令の内容を分析することで、通信制高校における「規制強化」の意義と

課題を考察することである。なお、本研究において「規制強化」とは、元来、通信制高校の各校

に裁量が委ねられていた権限や事項が、法令の改正等により通信制高校を管轄する所轄庁（都道

府県等の首長部局、都道府県教育委員会）に委譲されること、あるいは新たに規制が追加される

ことを意味する。

　近年、通信制高校の学校数・生

徒数が急激な増加傾向にある（図

１、図２を参照）。このような動

向は、全日制・定時制高校の学校

数・生徒数がともに減少するなか

で例外的なものとして認識され

る1。通信制高校における学校数増

加の制度的要因に言及した先行

研究として、内田ら（2019）、川

本（2020）が挙げられる。内田ら

（2019）は、高等学校「通信教育

規程改正（2004年、2006年）によ

る学校設置条件の弾力化2」、すな

わち通信制高校の学校設置に関わ

る制度の規制緩和を学校数増加の

制度的誘因として指摘した。川本

（2020）は「通信制高校の根幹と

なる制度的特徴を通信制高校増加

の要因として検証3」している。同

論考では、学校の「非通学性」と

就学・修学範囲の「無限定性」と

いった制度的特徴を有する4通信

制高校を「生徒が通学する必要性

を最小化し、生徒自身による学習

時間や場所、内容の一定程度の選

択を制度的に保障している学校5」

であると位置づけている。そのう

えで、通信制高校が「あらゆる学

習者に対して後期中等教育の機会を保障するためのより積極的な選択肢の一つ6」となっている可

能性を指摘し、近年の生徒数増加の一因であることを考察している。

― ２ ―
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　ここで、とりわけ通信制高校の「非通学性」に注目すると、滝沢（2021）は「コロナ禍におけ

るオンライン授業・学習は、児童生徒、教職員、保護者等にとって、教育・学習における「通学」

を（一時的、部分的にでも）相対化し、その意味を問う共通体験となっている7」として「今後

も、通学を前提とせず個別学習を重視した「非通学型」の学校が、多くの生徒を惹きつけ、増加、

拡大していくことが予想される8」と述べている。ここから、コロナ禍の経験やテクノロジーの発

図１　通信制高校の生徒数の推移　（全体、公立、私立別）

出典：文部科学省「学校基本調査」の各年度版（1961年～2022年
　　　（速報値））の統計データより筆者作成。

図２　通信制高校の学校数の推移　（全体、公立、私立別）

出典：文部科学省「学校基本調査」の各年度版（1961年～2022年
　　　（速報値））の統計データより筆者作成。



達といった近年の社会状況の変化により、今後さらに通信制高校の生徒数が増加していくことが

予想される。

　他方、通信制高校の在籍生徒の実態に焦点を当てると、勤労青少年を教育の主たる対象として

制度化された当初の想定とは異なる様相を呈している。すなわち、近年では「不登校経験など様々

な事情を有する者9」といった「多様な入学動機や学習歴を持つ生徒が入学10」していること、ま

たそのような在籍生徒の「若年化11」が指摘されている。このように、近年の通信制高校は、後

期中等教育段階における「学びのセーフティネットの役割12」を一定程度担っており、在籍生徒

層の若年化等により「自立して自学自習を行う生徒を対象としてきた制度の前提が変わってい

る13」ことが推察される。

　加えて、昨今の通信制高校をめぐっては不適切な学校運営が発覚するなど不透明な教育実態に

あるとして教育の質保障の在り方が強く問われている14。周知の通り、2015年のウィッツ青山学

園高等学校における就学支援金不正受給事件（以下、ウィッツ青山事件）は大きな社会的関心を

集めた。本事件を受けて文部科学省（以下、文科省）は、通信制高校の実態を把握し、教育の質

保障の在り方について検討するための様々な調査研究を実施している。2016年には「高等学校通

信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」（以下、ガイドライン）を策定するなど、「高等

学校通信教育の質の確保・向上を図るため15」の施策が進められている。また、近年では調査研

究協力者会議の議論を踏まえ、通信制高校の関連法令を改正する動きもみられる。

　このような通信制高校における問題の発覚や不透明な運用実態とその課題については、内田

（2015）や賀澤（2015）、酒井（2018）など多くの先行研究において言及がなされている16。また、

上述した通信制高校の生徒層や役割の変化に関する先行研究は、主に心理学・社会学の観点から、

通信制高校に入学（転学）した生徒に対する心理ケアや個別サポートなどを事例的に検討した研

究、サポート校など連携協力施設における教育実践に注目した研究などがみられる17。しかしな

がら、近年の通信制高校をめぐる制度や質保障の在り方をめぐる国レベルでの議論や、それらを

踏まえた関連法令の改革動向を整理・分析している先行研究は管見の限り見当たらない。

　そこで本研究では、まず、現在の通信制高校の根幹をなす制度の歴史的変遷について概観する。

そのうえで、近年の通信制高校の関連法令の改正動向に着目し、調査研究協力者会議の審議まと

めや改正後の法規定の内容分析を行う。以上を踏まえ、近年の通信制高校における関連法令の改

正動向を、制度を「規制強化」するものとして位置づけ、その意義と課題を考察する。

２　高等学校通信制課程の制度の歴史的変遷

　高等学校における通信教育のはじまりと通信制課程の制度化

　高校における通信教育（以下、高校通信教育）は、1947年３月公布の学校教育法第45条「高等

学校は、通信による教育を行うことができる」ことを法的根拠として、1948年３月15日に発足し

た。これを受けて1948年には高等学校通信教育規程（以下、高校通信規程）や「中等学校通信教

育指導要領（試案）」（以下、1948年指導要領） 18が制定されている。

　1948年指導要領では、高校通信教育の特質として「自学独習を中心とする個別指導」が挙げら

れている。そのうえで、高校通信教育では学習の「形式的な時間に拘束されることがない」こと

や従来の教室空間と違って「学習における個人差が無視されることはない」ことが述べられてい

る。しかしながら、運用当初の高校通信教育には、高校卒業資格として付与できる単位数の制約

が設けられていた。具体的には「高等学校卒業に必要な八五単位のうち三分の一程度が妥当であ

るという結論に達した19」と定められており、当初、高校通信教育のみで後期中等教育を修了す

ることは不可能であった。

― ３ ―
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― ４ ―

　その後、1955年に文部事務次官より「高等学校通信教育の実施科目の拡充ならびに同通信教育

による卒業について」が通達され、本通達において初めて「通信教育による高等学校の卒業を認

めること」が決定された。しかしながら、依然として高校通信教育は法令上独立した課程として

定められてはいなかった。そして、続く1961年の学校教育法一部改正により、新たに「高等学校

には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる」と規定され、

通信制高校が初めて法令上に位置づけられた。同法第46条では「通信制のみを置く高等学校（独

立校）、広域の通信制の課程、技能教育施設との連携をうたい、高校三本柱の一本として位置づ

けされること20」が定められた。また、これに伴い1962年に高校通信規程の全部改正が行われ、

学習方法として放送利用を認めること、放送利用による面接指導時間数の減免をラジオ10分の３

以内、テレビ10分の５以内、併用する場合は10分の６以内とすることなどが明記された。

　通信制高校に関する制度の様々な規制緩和

　通信制高校が独立した課程として法令に位置づけられて以降、様々な面において制度の規制緩

和や条件の変更が行われている。例えば、1967年には学校教育法施行令および技能教育施設の指

定等に関する規則の一部改正により、連携科目の拡大と施設の指定基準の緩和が行われた。その

他、1970年の学校教育法の一部改正では「広域通信制の課程について、政令で定める事項（学校

の設置廃止、課程の設置廃止等）以外の事項については、文部大臣の承認を要しないもの21」と

することや、1983年には広域通信制の課程について文科大臣の「承認」から「届出」へと変更が

なされるなど、設置認可条件に関する変更（緩和）がなされている。さらに、2004年、2006年に

は高校通信規程が改正され、教員定数の弾力化など基準の大綱化、校地・校舎の自己所有要件の

緩和が行われている。これらの改正は総じて学校設置条件の弾力化（規制緩和）であったと捉え

られよう。

　このように通信制高校が法令に位置づけられて以降、様々な制度改正が行われており、これら

は既存の規制や条件を緩和している点で共通している。その他、2004年には構造改革特別区域法

に基づき規制の特例措置として制度化された「学校設置会社による学校設置事業」による株式会

社立学校が誕生しており、その多くが（広域）通信制高校として設置された22。すなわち、通信

制高校の設置認可条件が緩和されるとともに、参入（学校設置）主体の多様化が進んだことが分

かる。

３　通信制高校における問題の発覚と2018年の関連法令改正

　通信制高校における問題の発覚と文科省の対応

　近年、文科省では、通信制高校における教育の質の確保・向上に向けた複数の調査研究協力者

会議を継続的に設置している。このような議論が本格化するのは、2015年12月のウィッツ青山事

件を受けてのことである23。本事件の発覚を受けて文科省は、「広域通信制高等学校における教育

の質の確保・向上方策、学校運営の実態把握や適正化及び指導監督体制の改善方策、就学支援金

制度の適正な運用に向けた方策について検討を行うため24」の広域通信制高校の教育運営改善緊

急タスクフォース（以下、緊急タスクフォース）を設置した。緊急タスクフォースの結果、2016

年３月には「広域通信制高校に関する集中改革プログラム25」が策定され、学校運営の適正化の

ための課題と対策が提言された26。その後、本プログラムに基づき、「広域通信制高等学校の質の

確保・向上に関する調査研究協力者会議」（以下、会議①）が結成され、広域通信制高校におけ

る教育の質の確保・向上に関する検討が継続された。
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　通信制高校に関する調査研究協力者会議の結成とガイドラインの策定

　会議①は、2016年７月から2018年２月まで計10回にわたって開催された。2016年９月30日には、

会議①での議論を通して「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドライン」が策定さ

れた27。ガイドラインは通信制高校における「主体的な学校運営の改善のための取組や、所轄庁

における通信制高等学校に対する指導監督の際に参照する指針として策定28」されており、具体

的には、①学校の管理運営に関する事項、②教育課程等に関する事項、③施設及び設備に関する

事項について記述している。とりわけ「何らかの課題が生じているおそれがある通信制高等学校

に対して、できる限り実地で実態把握を行うこと」（下線は筆者）や「連携施設を訪れるなど実

地の実態把握等を行うよう努めること」（下線は筆者）など、通信制高校の正確な実態把握を求

める姿勢が看取される。

　「会議①審議まとめ」の主要な論点

　会議①は、2017年７月に「高等学校通信教育の質の確保・向上方策について（審議のまとめ）」（以

下、「会議①審議まとめ」）を報告した。以下、「会議①審議まとめ」における主要な論点を三点

に整理する。一点目は、通信教育の前提となる教育方法への言及である。「会議①審議まとめ」

では、高校通信教育の質の確保・向上に向けて、改めて添削指導および面接指導を高校通信教育

の「基幹的な部分29」であることが強調された。また、メディア利用による面接指導等時間数の

減免措置について、「計画的かつ継続的30」な運用により「メディア学習の効果的な活用と面接指

導の充実とのバランスが取れた運用を促すこと31」が述べられた。二点目は、「通学コース32」の

運用についてである。面接指導と通学コースに係る教育活動とが渾然一体となって実施されるこ

とは不適切である33」として、通学コースと単位認定に係る教育活動である面接指導とを明確に

区分することが述べられている。三点目は、連携教育施設の管理体制の具体化と情報公開への言

及である。所轄庁が教育活動の実態を把握できるよう、通信制高校の連携教育施設のうち面接指

導等を実施する施設を「面接指導等実施施設」として学則に記載するよう制度改正を求めた。加

えて、生徒や保護者に対しても積極的な情報公開を行うことが求められた。

　これらの論点は、不適切あるいは不透明な運用実態が指摘される通信制高校について、教育の

質保証（明示化、可視化）の観点から指摘されたもの（上記論点の二、三点目）であり、改めて

通信制高校の前提となる教育方法の重要性が述べられた（論点の一点目）ものと考えられる。

　2018年のガイドライン改訂および関連法令改正

　「会議①審議まとめ」を受けて文科省は、ガイドラインの改訂および関連法令の改正に関する

通知を発出した34。結論から述べると、「会議①審議まとめ」の内容が全面的に改正法令へと反映

される結果となったのである。

　まず、ガイドラインに関しては、教育の質の確保・向上の観点から面接指導や添削指導に関す

る留意事項がより詳細に記述されることとなった。とりわけ、メディア利用による面接指導等時

間数の減免措置の活用に関しては、メディアを利用するにふさわしい具体的な場面・状況が例示

された。また、運用実態が不明確である「学校設定科目・教科」および「総合的な学習の時間」

の実施については、項を分けて新たに記述が追加された。

　次に、学校教育法施行規則の改正である。具体的には、学校教育法施行規則第４条第２項第３

号が追加され、学則の変更の事項に「通信制の課程を置く高等学校の学則中に35」「面接指導又は

試験を行う場合の当該施設に関する事項を記載しなければならない36」ことが定められた。さら

― ５ ―

西日本教育行政学会  教育行政学研究第４４号　２０２３



に、学則の変更には所轄庁による認可が必要であることから、2018年３月27日には「広域通信制

高等学校の面接指導等実施施設に係る学則認可にあたって参照すべき指針」が策定された37。

　以上のように、「学校設置会社立」の「広域」通信制高校による不適切な学校運営の実態が顕

在化したことを端に発して、通信制高校では学校運営の基準となるガイドラインが策定された。

その後、「会議①審議まとめ」の内容を踏まえ、より具体的な記述によるガイドラインへと改訂

されている。また、とりわけ単位認定に係る教育活動である面接指導や、試験の実施場所に関す

る通信制高校の不明瞭な運用実態38をより詳細に把握するために、「面接指導等実施施設」が学則

の記載事項として追加されるなど法令が改正されている。

４　新たな調査研究協力者会議における論点と2021年の関連法令改正

　新たな調査研究協力者会議における主要な論点

　会議①ののちに結成されたのが「通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会

議」（以下、会議②）である。会議②は2019年10月から2021年３月まで計７回にわたって開催され

た。以下では会議②の主要な論点を整理するために、会議②の最終報告書である「通信制高等学

校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議（審議まとめ）」（以下、「「会議②審議まとめ」）

に注目する。

　「会議②審議まとめ」によると、会議②の検討事項は「高等学校通信教育の質保証方策39」、②

「新時代の高等学校通信教育の在り方40」の二点であった。まず、高等学校通信教育の質保証方

策では、教育課程の適正化、連携施設の教育水準の確保、指導体制の充実、主体的な学

校運営改善の徹底、の４つ観点から言及されている。まず、教育課程の適正化に関して、「高

等学校通信教育の特性等を鑑みて41」より体系的な学習を可能とするために「通信教育実施計画42」

を策定し、「あらかじめ生徒や保護者に対して明示すること43」が述べられた。次に、連携施設

の教育水準の確保に関して、新たに「面接指導等実施施設」として単位認定に係る教育活動の実

施を行う連携施設について分類を行い、その他のサポート施設等での教育活動と混同しないよう

整理された。加えて、実施校（本校）の責任により、面接指導等実施施設における活動等の情報

について公開することの必要性が述べられた。指導体制の充実に関しては、近年、通信制高校

に在籍する生徒層が多様かつ若年化の傾向にあるとして、「多様な生徒一人一人にきめ細かく対

応すること44」が可能となるような人員の配置、あるいはそのような取組を促進するための連携

体制の構築に向けたガイドライン改訂の必要性が言及された。最後に、主体的な学校運営改善

の徹底については、「地理的・時間的制約を受けることなく行い得るという高等学校通信教育の

特性のために、外形上その活動実態が明らかではなく45」、外部（保護者、地域住民）の理解が深

まりづらい面があるため「高等学校通信制課程の教育活動の基本的な状況について、各高等学校

通信制課程に情報の公開を求めることが適当である46」として、各校の連携施設における活動状

況も含めて情報公開を推進する必要性が述べられた。

　次に、新時代の高等学校通信教育の在り方については、主に以下の二点が示された。一点目は、

ICT等を積極的に活用していく方向性である。急速なテクノロジーの発達やコロナ禍における学
校に通うことのできない経験等により、とりわけ通信制高校では「ICTを学校の基盤的ツールと
して活用しつつ、多様な生徒の実情に応じ、その効果的な活用方法を模索しながら、絶えずアッ

プデートを図っていくことが重要である47」と述べられた。二点目は、高校として有する「多面

的な役割」を再認識することである。既述の通り、通信制高校では「きめ細かな指導・支援を希

望する多様な背景を持つ生徒が多く在籍48」しており、個に応じた指導・支援が求められる。そ
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のため、通信制高校に求められるのは従来の学習機会と学力を保障する役割のみでなく、「一人

一人の生徒にとって安全・安心な居場所を提供するという福祉的な役割49」、他の生徒と学び合

い、「社会性・人間性を育むといった社会的な役割50」などの多面的な役割であることが述べられ

ている。またそのような役割を果たすための先導的な事例の創出・共有を図ることで、通信制高

校の可能性を検討していく必要性が述べられた。

　2021年の関連法令改正

　2021年３月31日、「会議②審議まとめ」に加え、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して

～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」（2021年１月

26日、中央教育審議会答申）、「新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ（審議ま

とめ）～多様な生徒が社会とつながり、学ぶ意欲が育まれる魅力ある高等学校教育の実現に向け

て～」（2020年11月13日、新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ）において「高

等学校の特色化・魅力化や、高等学校通信教育の質保証等に向けた方策が提言された51」ことを

踏まえ、高校教育に関する法令を改正する通知が出された。以下、通信制高校の関連法令の改正

事項について整理する。

　一点目は、「教育の質保証」に関わる高校通信規程の一部改正である。ここでは新たに「通信

教育実施計画」（以下、「計画」）を作成し、生徒へ「明示」することが定められた52。また、同時

に面接指導を受ける生徒数を「少人数とすることを基本とし、40人を超えてはならない53」と規

定した。二点目は、連携教育施設に関する規定の改正である。本改正では、「当該実施校の行う

通信教育について連携協力を行う」施設全般を「通信教育連携協力施設」と整理したうえで、「面

接指導等実施施設54」と「学習等支援施設55」に新たに分類している。また、これらの通信教育連

携協力施設について、収容人数などの基本的事項を実施校の学則中に記載しなければならないこ

とが定められた56。三点目は、学校運営改善に関する改正である。具体的には、実施校（本校）

が「通信教育連携協力施設ごとに連携協力に係る活動の状況について評価を行い、その結果を公

表する」ことが定められた57。加えて、実施校の教育活動等についても公表すべき９項目が明示

され、情報の公開が定められた58。

　以上を踏まえると、2021年の法令改正においても「会議②審議まとめ」の内容が全般的に採用

されたことがわかる。2018年の法令改正の内容と比較すると、今次の法令改正は、通信制高校に

おける教育活動や他の教育施設との連携状況に関する情報の管理・把握・公表を推進している点

で共通している。また、情報公開の規定を具体化することで、2018年改正の基本的な方向性を継

承し、発展させたものとして位置づけられよう。すなわち、通信制高校が整備すべき教育条件、

とりわけ学則に記載するなどして外部に公開しなければならない事項は、調査研究協力者会議を

経るごとに項目が追加、具体化されているのである。このような近年の通信制高校における制度

改正の動向は、所轄庁（都道府県等の首長部局、都道府県教育委員会）の管理事項を拡張するこ

とで所轄庁の権限を相対的に強化し、通信制高校における教育の質を保証（保障）しようとする

ものとして理解できる。

５　総 合 考 察

　本研究では、通信制高校の制度に関する近年の動向について、調査研究協力者会議の審議まと

めや関連法令の改正内容に注目することで整理・分析した。以上を要約すると、次のように指摘

できる。
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　通信制高校の制度は、勤労青少年を主たる対象として制度化されて以降、広域通信制の設置や

技能教育施設との連携の制度化、高校通信規程の改正による学校設置認可基準の大綱化・弾力化

など、制度の「規制緩和」を基本的な方向性として変遷している。また、このような動向に伴い、

とりわけ2000年代以降、通信制高校の学校数は増加傾向にある。加えて、構造改革特区による

「学校設置会社による学校設置事業」が制度化されてからは、株式会社による（広域）通信制高

校の設置が進んだ。その後は、2015年のウィッツ青山事件の発覚を契機として文科省による調査

研究が進められており、以来、今日に至るまで通信制高校における教育の質保障（保証）の在り

方が調査研究協力者会議を中心に議論されている。すなわち、近年（2018年、2021年）の通信制

高校に関する制度は、既存の規制を「強化する」方向で改正が行われており、他の施設との連携

体制や自校等での単位認定に関わる教育活動（添削指導、面接指導、試験）の在り方、またそれ

ら学校の基本的な情報に関する生徒や保護者、所轄庁への公開の在り方などが法令改正の主たる

論点となっている。

　このような近年の通信制高校における「規制強化」は、どのような意義と課題を有するもので

あろうか。まず、「規制強化」の意義として以下の二点を挙げる。

　一点目は、法令改正により通信制高校が公表すべき情報が明示化されたことである。既述の通

り、文科省による通信制高校に関する調査研究協力者会議の設置は、ウィッツ青山事件の発覚が

契機となっており、潜在的に看過されてきた問題が「氷山の一角」として顕在化した事件として

位置づけられよう。また、とりわけ広域通信制高校は、理論上、全国あるいは全世界どこからで

も教育を受けることができる学校であり、一校の生徒数が一万人を超えている学校もみられる59。

このような学校の設置認可都道府県等の行政管轄区域を越えて、広域的かつ大規模に教育機会を

提供している通信制高校において、「計画」の作成・公表や「通信教育連携協力施設」での教育

活動とそれに対する実施校の評価の公表を定めた今次の法令改正は、通信制高校が保障すべき教

育活動の基本的事項を各学校へ明示したものとして意義づけられる。加えて、各学校が生徒・保

護者・所轄庁へ必要な情報を公表することを義務づけることで、公教育として求められる公開性

を担保しうる法令改正として評価できよう。

　二点目は、今次の法令改正が、近年の通信制高校をめぐる状況の変化を踏まえている点である。

文科省における通信制高校の「規制強化」に関する議論は、通信制高校における不透明・不適切

な学校運営の発覚を端に発する。一方で、本研究が取り上げた2018年、2021年の法令改正に関わ

る２つの調査研究協力者会議（会議①、会議②）の審議まとめによると、通信制高校の現状とし

て、在籍生徒数の変化（増加）および生徒層の変化・多様化が共通して述べられている。ここで、

審議まとめの内容が今次の法令改正に大きく反映されていたことを鑑みると、近年の通信制高校

における生徒数の増加と多様な背景を有する生徒の存在を念頭に置いた今次の「規制強化」が推

察される。とりわけ、「規制強化」の内容に着目すると、通信制高校の連携施設における教育活

動に対する情報公開の推進および評価管理の徹底が二度にわたる法令の改正内容として共通して

いる。このことから、通信制高校の不適切な教育実態を取り締まることを主眼とした教育の質保

証の観点による「規制強化」の側面に加えて、様々なニーズを抱える生徒が多数在籍している通

信制高校の実情を鑑み、所轄庁の権限を相対的に強化（所轄庁の管理事項を拡張）することで、

多様な学習の場（連携施設）を保障しようとする意向が看取されうる。すなわち、通信制高校に

おける教育の実態を明示化（法令改正により「規制強化」）することで、より多様な教育機会保

障の在り方を実現する可能性が指摘できる。

　一方、「規制強化」の課題として次の二点を挙げる。一点目は、通信制高校全体を対象とした

「一律」での「規制強化」を実施することにより、多様な学習者へ対応するための各校での個別
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的な工夫や取り組みが妨げられる可能性である。たしかに今次の「規制強化」は、教育の質保証

を企図した法令改正でもあるため、規制の対象を限定しない「一律」での改正であることには一

定の妥当性がある。その一方で、既述の通り、近年通信制高校の生徒数は急激に増加しており、

その多くが不登校経験など様々な背景を有していることが指摘されている。さらに、在籍生徒の

年齢層も若年化の傾向にある。ここから、自学自習を原則とする通信制高校において、一人で学

習を進めることが困難な生徒の存在が少なからず考えられる。このような懸念を踏まえ、今次の

「規制強化」を捉え直すと、「生徒自身による学習時間や場所、内容の一定程度の選択を制度的

に保障している学校60」としての通信制高校の独自性・自律性が失われる危険性が指摘できよう。

　とりわけ、本指摘が想定する学校は「公立」の通信制高校である。「公立」通信制高校では、

相対的に「在籍する生徒の多様性と指導の困難性61」を有していることが指摘されており、より

個別的な対応が求められている実態が想定される。すでに、多様な生徒に応じて個別の教育計画

を作成・実施している学校において、例えば各学校が一律で作成する「計画」にはどのような意

味があろうか。むしろ「計画」が規定されることで、求められる項目さえ一律で作成すれば良い

との認識を生み、これまで通信制高校が保障してきた学びのセーフティネットから「こぼれ落ち

る」学習者の存在が懸念される。すなわち、教育の質保障（保証）を志向した今次の「規制強化」

が、結果として逆機能してしまう可能性を指摘できる。

　元来、通信制高校では、学習者による「自学自習」を前提とした教育活動が求められている。

このような、良くも悪くも学習者自身の「自主性」や「学習意欲」、学習に取り組む「環境」に

委ねられてきたこれまでの通信制高校の在り方に鑑みると、「計画」策定を規定する今次改革は

そもそも妥当なものといえようか。逆にいうと、通信制高校は学習者の「自学自習」を教育機会

保障の前提として設計して良いのか、といった疑問が生じるのである。このことは「通信教育実

施計画」の機能分析を通じたより実証的な研究により、少なくとも「自学自習」を前提とする通

信制高校の制度の在り方および通信制高校における多様な学習者の教育機会保障の在り方の二つ

の観点から考察を深める必要がある。

　二点目は、今次の「規制強化」の内容では、個別での支援を要する多様な学習者の教育機会を

保障するものとして不十分なことである。近年、通信制高校では、勤労青少年のみならず多様な

背景を有した、例えば特別な支援を要する学習者の存在が指摘されている。このような多様な学

習者の教育機会を保障するための規定として、今次の法令改正により策定・公表が義務づけられ

た「計画」や「40人以内」といった面接指導時における新たな人数制限の規定はどの程度有効で

あろうか。

　「福祉的」あるいは「社会的」役割を担う「後期中等教育のセーフティネット」としての通信

制高校を志向するのであれば、内閣府が定める第４次障害者基本計画や2018年告示の高等学校学

習指導要領において示される「個別の教育支援計画」および「個別の指導計画」に準ずる、「個

別の支援」を可能とする規定を新たに追加する必要がある。すなわち、通信制高校の制度の在り

方に関する今後問われるべき課題として、学習者の多様性や個別的なニーズへの制度的応答が挙

げられる。

　最後に、上述した課題は決して通信制高校（の制度）のみの問題ではなく、学科・課程を越え

た日本の後期中等教育全体の問題として検討する必要があると考える。このような問題意識に基

づき、今次の通信制高校における「規制強化」を後期中等教育全体の教育政策動向から再定位し、

分析・考察を深めていくことが今後の研究課題である。

【付記】本稿は2022年西日本教育行政学会研究助成事業の成果の一部である。
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注

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　文部科学省「学校基本調査」の統計データによると、この20年間（2002年～2022年）で通信

制高校の学校数は128校から273校（145校増加）、生徒数は192,092人から238,314人（約46,000

人増加）といずれも増加している。一方で、全日制・定時制高校の学校数・生徒数は、この20

年間でともに減少している（学校数655校減少、生徒数約93万人減少）。なお、2022年のデータ

は速報値である。

２　内田康弘・神崎真実・土岐玲奈・濱沖敢太郎「なぜ通信制高校は増えたのか　－後期中等教

育変容の一断面－」『教育社会学研究第105集』2019年、18頁。

３　川本吉太郎「日本の高等学校通信制課程に関する研究　－制度の史的展開に着目して－」『中

国四国教育学会教育学研究紀要（CD－ROM版）』第66巻、2020年、588頁。
４　なお、ここでの「非通学性」とは通信制高校の教育が添削指導、面接指導および試験からな

り、通学による授業を前提としていないことを意味する。加えて、インターネット等のメディ

ア利用により、通学を伴う面接指導等の時間数を一定程度免除できる規定もみられることか

ら、通信制高校の「非通学性」が指摘されている。次に、就学・修学範囲の「無限定性」に関

して、通信制高校では学校の設置認可都道府県等の行政管轄区域を越えて、広域から生徒が入

学（生徒を募集）できる（就学範囲の「無限定性」）。また、通信制高校は自学自習を原則とし

た課程であり、生徒は単位認定に係る教育活動の提供を全国どこでも受けることが可能である

（修学範囲の「無限定性」）。

５　川本吉太郎「高等学校通信制課程における特例制度の運用実態　－単位認定に係る教育活動

に注目して－」『教育行政学研究』第43号、2022年、２頁。

６　川本前掲論文、2020年、588頁。

７　滝沢潤「「就学」と「通学」の分離による普通教育機会保障制度の再構築」『教育学研究』第

88巻、第４号、2021年12月、２頁。

８　同上。

９　「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協力者

会議「「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協

力者会議（審議まとめ）」2022年８月29日、３頁。

10　同上。

11　同上。

12　「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協力者

会議「「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する調査研究協

力者会議（審議まとめ）」2022年８月29日、16頁。

13　同上、３頁。

14　例えば、2021年１月26日の中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全

ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」55頁

では、「高等学校通信教育の質保証」の項において「通信制課程を置く高等学校は（中略）未

だに不適切な学校運営や教育活動を行っている学校も少なからず見られる」（中略は筆者）と

の指摘がみられる。

15　文部科学省「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの策定について（通

知）」2016年９月30日。

16　それぞれ、内田康弘「通信制高校・サポート校の現状とその課題」『月刊高校教育』第48号、

2015年、34－38頁、賀澤恵二「広域通信制高等学校の一層の充実発展に向けて」『月刊高校教

育』第48号、2015年、26－29頁、酒井朗「高校中退の減少と拡大する私立通信制高校の役割に

関する研究：日本における学校教育の市場化の一断面」『上智大学教育学論集』第52号、2018

年、79－92頁。

17　例えば、阿久澤麻理子「後期中等教育における学習権保障の場としての通信制学校　－社会

的条件不利とともに学ぶ生徒を支える私学４校の取り組み－」『人権問題研究』、第14号、2014
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年、173－186頁、土岐玲奈・保坂亨「学習にブランクのある生徒に対する学習支援の現状と課

題　－通信制高校における調査から」『千葉大学教育学部研究紀要』第60巻、2012年、191－195

頁、西村貴之「通信制高校における生徒の実態に即した教育支援に関する研究　－設置者別の

違いに着目して－」『北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要』第11号、2020年、77－90頁などが挙

げられる。

18　文部省『中等学校通信教育指導要領（試案）』1948年。

　（https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s22jex/index.htm）（最終閲覧日：2023年３月10日）
19　文部省初等中等教育局「中等学校通信教育指導要領（試案）補遺」1950年５月より引用。

　（https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s25jex/index.htm）（最終閲覧日：2023年３月10日）
20　全国高等学校通信制教育研究会『高校通信教育三十年―回顧・現状・展望―』日本放送出版

協会、1978年、57頁。

21　文部科学省「広域通信制高等学校　基礎資料１（広域通信制高等学校関連法令・現状等）」

　（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/125/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2016/08/05/1374601_
　6.pdf）（最終閲覧日：2023年３月10日）
22　2014年時点での株式会社立学校は全22校のうち20校が広域通信制高校であった。

　（https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6686/00166286/1175-21_08kabusikigaisya.pdf）（最終閲覧日：2023
年３月10日）

23　本事件発覚以前にも、文科省による通信制高校の運用実態に関する問題点が指摘されてい

る。例えば、2011年12月「学校設置会社による学校設置事業」調査結果によると、株式会社立

の広域通信制高校において「高等学校が提携する民間教育施設が当該学校の看板を掲げたり、

民間教育施設において、当該学校の教員でない者や校長の監督権が及ばない者に添削指導の実

施等の教育活動を行わせたりするなど」単位認定に関わる教育活動が不適切に運用されている

実態が報告されている。

24　広域通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「高等学校通信教育の質

の確保・向上方策について（審議まとめ）」2017年７月、21頁。

25　文部科学省　広域通信制高校の教育運営改善緊急タスクフォース「広域通信制高校に関する

集中改革プログラム　～我が国の広域通信制高校の教育・運営の改善に向けて～」2016年３月

30日。

26　本プログラムでは、ウィッツ青山事件に係る対応方策や就学支援金事務の適正化に向けた対

策などが記載され、ガイドラインの策定や実態把握・点検調査の実施、全国展開する広域通信

制高校への指導監督および評価の仕組みなどに関する対策方針が示された。

27　文部科学省「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの策定について（通

知）」2016年９月30日。

28　同上。

29　広域通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「高等学校通信教育の質

の確保・向上方策について（審議のまとめ）」2017年７月、27頁。

30　文部科学省「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　総則編」2018年、112頁。

31　広域通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「高等学校通信教育の質

の確保・向上方策について（審議のまとめ）」2017年７月、33頁。

32　「会議①審議まとめ」では、「通学コース」を「生徒が週１回以上通学して学習するコース」

と定義している。そのうえで、設置者が設置する施設において高校の教員が直接指導にあたる

ものを「自校通学コース」、その他連携教育施設が運営しているものを「提携通学コース」と

して分類している。

33　広域通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「高等学校通信教育の質

の確保・向上方策について（審議のまとめ）」2017年７月、33頁。

34　文部科学省「高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの改訂等について

（通知）」2018年３月23日、および文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公

布について（通知）」2018年３月27日が該当する。
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35　文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について（通知）」2018年３月

27日。

36　同上。

37　本指針によると、面接指導等実施施設の設置管理に関して「学則に定める通信教育を行う区

域内に所在するもの」であること、施設及び設備に関して「同時に面接指導等を実施する定員

を定める」ことなどが示された。また、本指針は「求められる最低限の要件」であることが述

べられている。

38　例えば、通信制高校の「本校以外の施設において面接指導を受ける生徒の履修状況の把握が

不十分である」こと、「連携施設での面接指導において、施設・設備面での制約等から理科や

家庭科等の教科における実験・実習が十分に行われていないおそれがある」ことなどが報告さ

れている。（広域通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「高等学校通

信教育の質の確保・向上方策について（審議のまとめ）」2017年７月、29頁。）

39　通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「通信制高等学校の質の確保・

向上に関する調査研究協力者会議（審議まとめ）」2021年２月25日、６頁。

40　同上。

41　同上、９頁。

42　通信教育実施計画には、「添削指導及び面接指導の年間計画やそれらの実施予定内容、多様

なメディアを利用した指導等の実施方法やその報告課題の作成方法等の基本的な実施計画、試

験の日程、学習成果の評価方法や評価基準等を記載」することが述べられている。

43　通信制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議「通信制高等学校の質の確保・

向上に関する調査研究協力者会議（審議まとめ）」2021年２月25日、９頁。

44　同上、14頁。

45　同上、16頁。

46　同上。

47　同上、18頁。

48　同上、19頁。

49　同上。

50　同上。

51　文部科学省「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について（通知）」2021年

３月31日より引用。

52　高等学校通信教育規程第４条３に規定。

53　高等学校通信教育規程第４条２に規定。

54　「面接指導等実施施設」とは、面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設であ

る。

55　「学習等支援施設」とは、生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯す

る事務の実施その他の学習活動等の支援について連携協力を行う施設であり、面接指導等実施

施設以外のものである。

56　学校教育法施行規則第４条第２項第２号、第５条第３項、第16条第１項および高等学校通信

教育規程第４条第２項に規定。

57　高等学校通信教育規程第13条第１項および第２項に規定。

58　高等学校通信教育規程第14条第１項に規定。

59　 例えば、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するＮ高等学校・Ｓ高等学校の生徒数は、開校６

年目（Ｓ高は２年目）にして23,013名（2022年９月30日時点）にのぼる。（生徒数はＮ・Ｓ高

ホームページを参照。（https://nnn.ed.jp/）（最終閲覧日：2023年３月10日））
60　川本前掲論文、2022年、２頁。

61　同上、11頁。
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　　The purpose of this study is to obtain suggestions for building and maintaining better 
collaborative relationships between schools and local communities. In order to achieve this purpose, 
we conducted a hearing survey focusing on the following points of view. The viewpoints are: ① who 
will be the subject of educational decision-making, ② who will coordinate, and ③ how to build a 
relationship of trust so that the information dissemination from the school does not have <one 
direction> and <self-righteousness>. and ④ what kind of efforts and elements are important for 
maintaining an equal relationship. In this study, Gokase Secondary School, which was designated as 
a“glocal type”in the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology’ s“High School 
Education Reform Promotion Project through Collaboration with Local Communities” , was selected 
as a case study. The survey targets were school officials and consortium personnel. As a result of the 
investigation, the following was confirmed. ① Schools should be the primary responsibility, ② 
Coordination should be carried out by general administrative staff, and ③ Discussion should take 
place in the form of proposals, with an awareness of what each other can do under a common 
educational philosophy. ④ First, schools should have the attitude of sending children out to the 
community, and the general administration should play a hub role to let each other know what the 
school can and can’ t do, and what the community can and can’ t do. 

《研究論文》

学校と地域の協働体制の構築及びその維持に関する研究

― 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校を事例として ―

帝京科学大学　大　西　圭　介

　寝　占　真　翔

ABSTRACT

Study on Building and Maintaining Cooperative Systems between Schools
and Communities

A Case Study of Miyazaki Prefectural Gokase Secondary School

Keisuke ONISHI
Teikyo University of Science

Masato NEJIME
Teikyo University of Science



１　は じ め に

　本研究は、地域と学校の協働の在り方について、文部科学省指定「地域との協働による高等学

校教育改革推進事業」（以下、「地域協働推進事業」）での取り組みを手掛かりに、協働関係の構

築及びその維持に対する知見を得ることを目的とするものである。

　協働とは、行政的公共性の解体を受けて、住民と行政の新たな関係性の在り方を示すものとし

て1990年以降に台頭した現代的な概念である1。稲生（2010）によれば、「協働とは、複数の組織

ないしは行為者が、対等な資格で政策的課題の解決のために、領域横断的に行う、自発的かつ透

明で開かれた協力関係ないし共同作業である」という2。コプロダクションの訳語に行政学者の荒

木昭次郎が協働を採用したのが始まりとされるが3、協働は、パートナーシップやコラボレーショ

ンなどの意で用いられることもある。

　協働概念についての議論も行われているが、本研究は、協働の概念について言及することを射

程とはしない。本研究では、稲生（2010）の定義に準拠して協働を捉えたい。また、学校と地域

の関係については、協力や協同、支援など協働と類似的な活動や関係性を示す言葉を用いてその

在り方が語られてきた。

　葉養（2008）は、学校―地域関係の推移を概観し、学校―地域関係は結局のところ、地域住民

の学校参画がどの水準であるべきかという問いとなり、協働して発生する融合領域は誰がマネー

ジするのか、学校の領域と協働先の領域とでそれぞれが責任を有する時、コーディネートは誰の

責任かという課題を提示した。さらに、地域が学校への関与を深めれば深めるほど相互不信の火

種となりうるし、学校と地域との新しい関係づくりは、「適度な距離」のうえに築かれた方が良

いと主張している4。

　岩永（2005）は、学校が、PTA活動や三者面談など一定の連携活動を行ってきたにもかかわら

ず、学校の閉鎖性が指摘され続けていることや、「開かれた学校」などが提唱されていることに

ついて、学校→家庭・地域という＜一方向性＞と学校からみて重要だと判断された情報や活動の

みが提供されるといった＜独善性＞を有していることが要因とし、そこには学校の主観的思いこ

みが潜んでおり、保護者・住民の学校への期待、要望、不満、批判などを吸収し、分析し、回答

するといった姿勢が決定的に弱いという特徴があると連携活動が深まらない要因を指摘する5。

　学校と地域の協働の実現を考えたとき、学校と地域が対等な関係性を築くために、教育意思決

定の中心的な担い手は誰になるのか、協働のコーディネートは誰が行い、誰が責任を負うのか、

＜一方向性＞と＜独善性＞を払拭しつついかに警戒心を解いていくのかという点について、協働

関係確立のためにいかなることに留意したのかを明らかにすることが求められよう。さらに、学

校－地域関係においては、対等な関係を維持していくことが求められるので、維持していくにあ

たって重要な要素とは何かを明らかにしていきたい。それを解き明かすことで、関係機関の役割

が副次的に明らかになると思われる。
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２　先行研究の動向

　j-stageにて「学校　地域　協働」と検索すると、15,262件（2022年12月13日時点）ヒットする。

このように、学校と地域の協働への関心は高く、多く研究されてきた。

　学校と地域の協働について、コミュニティ・スクールを対象とする研究（岩永（2011）、下條

（2020）等)や学校と地域の協働事業の事例研究（田（2021）等）、「開かれた学校」などの連携

事業が求められる背景等を示しながら協働に関わる現状と課題を指摘する研究(岩永（2005）等)、

地方行政の学校・地域協働における役割を論じた研究（庵原（2022)）、協働を実現するための関

係性の構築に着目した研究（丹間（2010））、学校と地域の協働を通した地域づくりに関する研究

（長谷・斎尾（2009）等）、それに関わってソーシャル・キャピタルに言及する研究（大林（2014）

等）など多岐に渡る6。

　これまでの研究は、丹間（2010）が指摘するように「住民と行政の関係性を『協働している』

と分析的に規定するか、関係性の在り方として協働を規定する研究」が多く7、葉養（2008）が議

論を促しているような「学校と地域との新しい関係づくりは、『適度な距離』のうえに築かれた

方が良い」という点が結論となっているものや、協働を促進するために専門的な人材や市民の意

識の向上、体制整備が必要であるという結論に帰着する研究が多い8。庵原（2022）は、協働体制

を構築するにあたっての行政に求められる役割を考究した9。これまで取り組まれてこなかった行

政の役割を明らかにしようとする新たな試みである。行政の役割を市民との協働、スピード

感のある予算配分、各地区間をつなぐ役割であると結論付けた。しかしながら、庵原（2022）

が取り上げた事例では、行政の役割のほとんどを教育委員会が担っており、首長部局の関与が見

られない状態であった。事例から導き出される事項の限界もあり、行政が上記の役割を担うまで

の過程や学校と地域がお互いにとってWin-Winな関係になるために何が重要な要因となるのかを

言及するには至っておらず、学校と地域が協働することによって実現したい状態をいかに実現し

ていくのかまでは明らかにできていない。これは、換言すれば、学校と地域が何を重要視するこ

とで対等性を獲得し、関係性を維持することができているのか、役割分担をいかに考え、「適度

な距離」を築いたかという問いが残されているということになる。これらを明らかにする研究が

求められる。

３　研究方法等

　研究方法と分析方法

　研究の目的を達成するために、本研究では、ヒアリング調査を行った10。事例選定の手続きに

ついては、次節にて示す。ヒアリング調査概要は以下の通りである。

日　時：令和４年８月24日（水）～８月27日（土）

聴き手：大西圭介、寝占真翔。

対象者：五ヶ瀬中等教育学校調査研究部の教員２名、高千穂町役場コンソーシアム関係者（地域

協働学習指導支援員（GIAHS協議会））１名。
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　ヒアリングに際しては、半構造化面接法を用いた。ヒアリング内容の分析については、大谷

（2019）を基に質的データ分析手法のSCAT（Steps for Coding and Theorization）を採用した11。SCAT

による分析は、その名称の示す通り、分析過程の中で４つのステップを経てコーディングを行い、

４つのステップから導き出されたテーマ・構成概念を紡いで意味の繋がりを持ったストーリー・

ラインを記述し、そこから理論を記述する手続きを取る。４つのステップとは、「<1>データ中の

着目すべき語句」、<1>を言い換えるための「<2>テクスト中の語句の言い換え」、「<3>左を説明す

るようなテクスト外の概念」、<1>～<3>に基づいてそれらを表すような「<4>テーマ・構成概念」

である。また、<1>から<4>のコーディングを行いながら、フォローアップインタビューが必要だ

と考える点などを「<5>疑問・課題」として書き出す欄も設けられている。

　SCATによる質的データ分析は、分析過程が明示されることで恣意的な解釈を避け、分析の妥当

性を示す（反証可能性を高める）ことができるのが特徴である。今回、SCATによる質的データ分

析を採用したのは、半構造化面接法によって得られたデータの表層のできごとを脱文脈化し、深

層の意味の再分脈化の過程を経て理論化するための最適な方法であると考えたからである。本研

究におけるSCATによる分析では、共同でSCATの表の作成及び分析の妥当性の検討を行った。

　事例選定の手続き

　本研究は、「地域協働推進事業」の取組み事例を手掛かりとしたい。協働に関心のある学校と

地域がこの事業に応募していると考えられるからである。「地域協働推進事業」は「経済財政運

営と改革の基本方針2019」、「まち・ひと・しごと創成基本方針2019」に基づき、高等学校が自治

体、高等教育機関、産業界等との協働によりコンソーシアムを構築し、地域課題の解決等の探究

的な学びを実現する取組を推進し、地域振興の核としての高等学校の機能強化を図ることを目的

とするもので、これにより地域課題の解決等の探究的な学びを実現する取組を推進するものであ

る。当事業では、地域の実情や人材ニーズに応じた取組が展開され、その取組の種類によって、

【プロフェッショナル型】【地域魅力型】【グローカル型】に分類され、それぞれに指定校が振り

分けられる。【プロフェッショナル型】は、地域と産業界等との連携・協働による実践的な職業

教育を推進するもの、【地域魅力化型】は地域課題の解決等を通じた学習カリキュラムを構築し、

地域ならではの新しい価値を創造する人材を育成するもの、【グローカル型】は、グローバルな

視点を持って地域を支えるリーダーを育成するものである。当事業の指定年限は３年間であり、

令和元年度には、【プロフェッショナル型】が11校、【地域魅力型】が20校、【グローカル型】が

20校の指定を受けている。令和２年度には、【プロフェッショナル型】が４校、【地域魅力型】が

６校、【グローカル型】が４校の指定を受けている。また、令和２年度は申請が多くあり、指定

校ではない事業特例校とアソシエイト校がある。事業特例校とアソシエイト校のどちらも予算措

置はないが、事業特例校は教育課程の特例を活用したカリキュラム開発を行うことが認められた

学校となっている。事業特例校のうち【プロフェッショナル型】は８校、【地域魅力型】は４校、

【グローカル型】は４校である。アソシエイト校は、全国サミットへの参加を認められた学校で

あり、【プロフェッショナル型】は13校、【地域魅力型】は12校、【グローカル型】は５校の認定

を受けている。

　本研究は、協働体制の構築過程だけでなく、その継続性にも着目しているため、３年間の事業

期間を終えた令和元年度に指定校となっている学校を対象とした。

西日本教育行政学会  教育行政学研究第４４号　２０２３



　本研究で対象事例としたのは、宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校（以下、五ヶ瀬中等教育学校）で

ある。下記に事例の概要を記すが、五ヶ瀬中等教育学校は、1987年にフォレストピア宮崎構想の

モデル圏域に指定された地域にて「学びの森」の中核に位置付けられる学校であり、長年にわた

り地域との関わりの中で教育活動を行ってきた歴史がある。本研究は、協働に関する研究の中で、

いかにして地域と学校が継続的に協働することができたかに関心があり、その観点から五ヶ瀬中

等教育学校及び地域の協働を検討することで得られる知見は非常に多いと考える。今回本事例を

選定した主となる理由はここにある。また、当該学校は様々な研究事業に参加している学校であ

り、教育活動の発信に積極的な姿勢がみられる。よって、今後、協働に係る研究を進めるにあた

り、その嚆矢としての意味を成す。「地域協働推進事業」にて学校と地域の関係が構築されたと

は言えないまでも、何を重要視して関係を構築し、継続してきたのかの知見を得るにふさわしい

事例であろう。

　事例の概要

　五ヶ瀬中等教育学校は宮崎県五ヶ瀬町にある全国初の公立中等教育学校である。五ヶ瀬町は九

州の中央部、宮崎県の北西部にあり、県の西の玄関口に位置する。東部は高千穂町、南部は椎葉

村、北部から西部は熊本県に接している。全体的に地形が急峻でその総面積の約88％を森林が占

めている。

　その豊かな自然や山間地農林業複合システムが評価され、五ヶ瀬町を含めた３町２村(高千穂

町・日之影町・五ヶ瀬町・諸塚村・椎葉村)は、2015年12月に世界農業遺産 (以下、GIAHS)「宮

崎県高千穂郷・椎葉山地域」として認定された。
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図１　世界農業遺産（GIAHS）高千穂郷・椎葉山地域　エリア・マップ12



　GIAHSの「山間地農林業複合システム」の一つとして挙げられているのが、「ひとづくり」で

あり、次世代を担う人材育成の一端を担っているのが、五ヶ瀬中等教育学校である。なお、2015

年にGIAHS（図１を参照）に認定されるより前から、上記３町２村はフォレストピア宮崎構想の

モデル圏域（1987認定）となっており、「すこやかの森」「学びの森」「体験の森」の３つの森林

ゾーンからなる「人間性回復の森林」として整備が進められてきていた。先述したように五ヶ瀬

中等教育学校は、「学びの森」の中核に位置し、「地域協働推進事業」の指定校となるまでに幾度

となく文部科学省の研究開発学校に指定され、2014年にはスーパーグローバルハイスクール（以

下、SGH）に指定されるなど、先進的な教育活動を展開してきた学校である。

　五ヶ瀬中等教育学校は、「地域協働推進事業」にて【グローカル型】に分類され、SGHの後継事

業として、当事業に応募している。当事業開始前から協働関係が構築されていたことが推察され

る。当事業においてその関係性に変化があったのか、指定期間である３年を終えての継続状態を

含め、ヒアリングを行った（資料１・２を参照）。また、「地域協働推進事業」の目的の一つに、

地域と協働でのカリキュラム開発が掲げられており、カリキュラム開発に関する事項もヒアリン

グ項目に含んでいる。なお、本研究では、協働でのカリキュラム開発に関しては研究目的から逸

れるため取り扱わないが、別稿にて検討したい。

　また、先述したように「地域協働推進事業」では、コンソーシアムの設置が申請段階で必要と

されている。この事業で五ヶ瀬中等教育学校に設置されたコンソーシアムは、フォレストピア構

想及びGIAHSを基盤として構築された。コンソーシアムの構成は、GIAHS協議会人材育成プロ

ジェクトチームより五町村の教育委員会職員各１名、NPO法人五ヶ瀬自然学校理事長、五ヶ瀬自

然エネルギー社中の代表、宮崎大学の教員１名、高千穂高校の校長の９名であった。それに加え、

海外交流アドバイザーとしてNPO法人グローカルアカデミーの代表や地域協働学習指導支援員と

して高千穂町役場から１名が関わっている。

４　分　　　析

　 SCAT分析フォームを用いたコーディング

　SCATを用いてヒアリング調査を分析していくにあたり、学校関係者から得られたヒアリング

内容を238に、コンソーシアム関係者から得られたヒアリング内容を387に分割した。本研究では、

紙幅の関係上すべての分析表を示すことはかなわないが、分析過程の様子が分かるようSCATの

表を抜粋して表１（学校関係者から得られたヒアリング内容分析）と表２（コンソーシアム関係

者から得られたヒアリング内容分析）として示す。分析から得られたストーリー・ラインおよび

理論記述について以下に述べる。なお、ストーリー・ラインの文章中のカギ括弧内の語句は、「<4>

テーマ・構成概念」であり、理論記述の文章中のカギ括弧内の語句は、ストーリー・ラインの語

句を用いている。
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表１　SCATによる学校関係者から得られたヒアリング内容分析（一部抜粋）

<5>疑問・課題
<4>テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を

考慮して）

<3>左を説明するよう
なテクスト外の概念

<2>テクスト中の
語句の言いかえ

<1>テクスト中の注目
すべき語句

テクスト発話者番号

事業を始める動機、
その経緯/SGHから
の引継ぎ/事業継承

の手続き

応募の動機/事業の継
承

応募の経緯/SGHか
らの引き継ぎ

応募の経緯
スーパーグローバル
ハイスクール
引き継ぎ

はい。ではですね早速なんですけど、ちょっと質
問項目12項目ある中の一番上のところから、応募
の経緯といいますか、を含めて、この五ヶ瀬中等
教育学校のあの背景的なところです。そのあたり
を伺わせてもらいたいなと思ってまして、多分
SGHですねスーパーグローバルハイスクールも
されてきてると思うんですけど、そこが多分、
スーパーグローバルハイスクール事業が終わ
るって新しくこの事業が募集だったと思うんで
すけど、その応募の経緯とかっていう覚えてらっ
しゃるというか、残ってる範囲内で教えていただ
きたいなと思ってまして。これは引き継ぎみたい
な感じだったんですか。

大西1

地球市民に「野性
味」はなぜ重要と考
えられるか

Ｇ型学校の教育目標
達成に必要なものか

分掌を超えた学校内
協働/基盤となる事
業/育成目標/事業の
継承と改善/学校の
目指す場所と事業目

標の一致

プロジェクトの最終
年度/育成を目指す
子ども像/目標の一

致/
PDCAサイクルの実現

SGH最終年度/プロ
ジェクト/野性味あ
ふれる地球市民/目
標が合致/改善

研究調査部
教育課題プロジェクト
校務分掌を超えたメ

ンバー
１年間
野性味
地球市民

野性味にあふれる地
球市民
合致

共同ないし調和
見直し

えっと、私がちょうど赴任してきたのが、この
SGHの最終年度で、そのタイミングでこの研究調
査部というのがメインで、事業取扱う事務局に
なってるんですけれども、SGHの事業指定が終わ
るということで次年度以降どうするかっていう
のを考えていたときに、改めてですね、あの、本
校の総合的な学習、ないし探究の時間の学びとは
どうあるべきかっていうことを考え直そうと。と
いうことで、教育課題プロジェクトっていうプロ
ジェクトメンバーが組まれまして、このメンバー
は基本的にはもう調査部とは関係のない方々、校
務分掌を超えたメンバーが集まって、１年間かけ
てですね、どのような学びをしていくかを考えた
と。その中で、改めて本校としては、やっぱり、
野性味っていうキーワードが大事、重要である
と。これはもう設立当初の理念として残っている
言葉で、さらに、SGH時期においてはグローバル
リーダーというのをキーワードに育成すべき生
徒像として、入れてたんですけど、やはりSGHを
５年間やってみて、リーダーというよりは、どち
らかと引っ張ってきたらみんなをまとめていく
というか、社会の中の中心は中心なんだけれど
も、共同ないし調和だったり、共感をしながら、
皆をまとめていくような地球市民を育てていく、
育成するのがやはり本校の学びである目指すべ
き像じゃないかということで、事業を地域協働事
業の字型においては、野性味にあふれる地球市民
と。最終的にその教育課題プロジェクトや研究調
査を設定して、次年度以降、改めてプログラム見
直していこうと。というタイミングでの今回の事
業だったので、本校の目指すべきところと、この
地域協働事業を合致したっていうのが、正直なと
ころです。

担当１2

育成目標の継承/地
域との協働/目標の

共有

育成目標　学校外関
係者　目標の共有　

開始段階

育成を目指す子ども
像/地域住民地域関
係者　学校外関係者
　目標の相互理解　

開始

野性味あふれる地球
市民/地域の方々/目
標は大体理解　ス
タート段階

なるほどなるほど。野性味あふれる地球市民のと
ころは基本的にそこが目標になるような感じで
すかね？そこを目指して子供たちを育てるとき
に地域の方々と一緒になってっていう印象です
か。この野性味あふれるところのあたりは、もう
地域の方々も、その目標は大体理解されてるよう
な感じですかね？元々のスタート段階で。

大西3

学校設立当時
一貫した育成目標

開始時　育成目標の
共通　無変化

設立当初　当時から
育成目標が変わらな

い

設立当初　ヤマメの
釣れる東大生を育成

そうですね、あの本校が設立当初からそのヤマメ
の釣れる東大生を育成するっていうキャッチコ
ピーというかフレーズで。

担当１4

へぇ。大西5

旧来の町づくりに、
なぜ五ヶ瀬町民は積
極的に参加したか、
旗手は誰/何か

学校内外関係者の共
通理解　野性と知性

の共存

学校外関係者　学校
のイメージ　能力
共通理解

地域住民　五ヶ瀬中
等教育学校の呼称
賢さ　ワイルドさ

理解

五ヶ瀬町民　学びの
森　イメージが結構
根強く　学びの森　

優秀
野性味っていうのは
ある程度ご理解
ヤマメ

で、設立されてるので五ヶ瀬町民の方はそのイ
メージが結構根強くまだ残ってるのかなあと。な
のでやっぱ学びの森って、本校のことを呼んでい
ただくんですけど、学びに森の生徒たちは結構優
秀だとか、賢いっていうイメージを持ってる方も
いらっしゃって、そこでヤマメっていうのを繋ぎ
合わせているので、野性味っていうのはある程度
ご理解いただいてるんじゃないかなっていう。

担当１6

長年の関係
地域特性

共通理解　同じ方向
関係の維持

同方向　目標の一致
構想　遺産

長期の関係　学校外

同じ方向　世界農業
遺産　フォレストピ
ア構想　長いお付き
合い　地域

なるほど。そこはもうあの一致して同じ方向を向
けてるような状態だったってことですね。結構あ
れですよね、世界農業遺産とかのときとかフォレ
ストピア構想ぐらいのときから結構長いお付き
合いがあるような何か地域なのかなあと思って
るんですけど、それは、そういう地域で間違って
ないですか。

大西7

同意はい。おっしゃる通りです。担当１8

切れ目のないプロ
ジェクトの実施

事業の準備・整備段階
積極的な参加

前段階
プロジェクト
立候補

準備段階　SGH
手を挙げる

あぁ、そうなんですね。その辺あたりは今の二つ
目の質問に関わりますけど、あれですよね。この
事業の実施というか、準備段階はもう本当SGHに
切れて１年間準備っていうかそのタイミングか
らもう手を挙げるのを考えてっていう感じです
かね。

大西9

終了段階立候補の段階終了段階終わる段階終わる段階で。担当１10



― ２０ ―

西日本教育行政学会  教育行政学研究第４４号　２０２３

表２　SCATによるコンソーシアム関係者から得られたヒアリング内容分析（一部抜粋）

　ストーリー・ライン

１）学校関係者のヒアリング調査のストーリー・ライン

　ここでは、SCATによる学校関係者のヒアリング内容分析から導き出されたストーリー・ライ

ンについて示す。

<5>疑問・課題
<4>テーマ・構成概念
（前後や全体の文脈を

考慮して）

<3>左を説明するよう
なテクスト外の概念

<2>テクスト中の
語句の言いかえ

<1>テクスト中の注目
すべき語句

テクスト発話者番号

関係性構築までの経
緯の質問

いつから関わりを構
築したのかの経緯の

確認

当初・初め/関与・
支援・関係

最初の頃/関わって
来て

担当さんの方はずっと結構最初の頃から関わっ
て来てくださってると？

大西1

「世界農業遺産」認
定を目指す　地域事
業を契機とする関与

地域事業への参画を
発端とする関与から

関与・関係/きっか
け・流れ/五町村/ジ

アス

関わり始めた/経緯/
地域/世界農業遺産

/2015年

私が関わり始めた経緯を説明しますと、この地域
の世界農業遺産と認定されてるんですけど。2015
年の12月に。

担当2

「世界農業遺産」認
定を目指す　地域事
業を契機とする関与

地域の伝統的な農業
や文化、土地景観の
保全と持続的な利用
を目指す「世界農業
遺産」認定に向けて

指定認定/ローマ
認定されてるんですね。認定するかしないか。審
査が最終審査がFAOのローマでイタリアのロー
マであったんですけど、話聞かれてます？

担当3

そこは聞いていないですね。大西4

「世界農業遺産」認
定を目指す　地域事
業を契機とする関与

世界農業遺産認定に
向けた取組み

発表会/学校/経緯・
最初・発端

ローマ/プレゼン/宮
崎県知事/五ヶ瀬中
等/生徒/英語/指導/

きっかけ

ローマであったんですね。これ国連の国連食糧農
業機関の本部でプレゼンをするってあって、宮崎
県知事と五ヶ瀬中等の生徒１人。２人でプレゼン
しようと。知事も英語喋れるのでうちの知事は。
英語で。こっちのもう１人、ミヤザキマユカさ
んっていう生徒さんだったんですけど、この人を
どう指導しようかっていうときにちょっと軽い
指導とかが最初のきっかけですかね。

担当5

「世界農業遺産」認
定を目指す　地域事
業を契機とする関与

関係ができるきっかけ繋がり
中等教育学校/関係

ができて
あーなるほど。そこから中等教育学校との関係が
できて。

大西6

「世界農業遺産」認
定を目指す　地域事
業を契機とする関与

世界農業遺産認定に
向けた取組み

行政の担当者/深い
関与/地域連携事業

農業遺産の申請自体
を担当/中等も構成
要素/世界農業遺産/
ガッツリ入るように
なった/指導とかプ
レゼン/ローマ/2015
年/関わるように
SGH、スーパーグ
ローバルハイスクー
ルの事業を５年間/

そうですね。農業遺産の申請自体を担当してたの
で、その審査の際に中等も構成要素に入ってたの
で世界農業遺産。それ調査に行ったりとか、ガッ
ツリ入るようになったのは、そのミヤザキマユカ
さんの指導とかプレゼンで。ミヤザキマユカさん
と校長先生連れて一緒にローマに行ったんです
けど。2015年の12月から。2015年からですね、申
請はその年から始まったんで。関わるようになっ
てまして、んで認定されましたってなって。当時、
中等はまだ、SGH、スーパーグローバルハイス
クールの事業を５年間ガッツリ組んでやられて
たんで。あんまりですね、新しい事業やるってい
うところもなかったんです。んで、１年・２年ぐ
らいはそのままだったんですね。

担当7

協働関係継続に向け
た文科省地域連携事
業への打診

学校教員から新たな
取組みへの協力の打

診

担当教員/打診・お
願い・要望/当初・

当時

SGHの終わりの４年
目５年目ぐらいに/
次の事業をどうしよ
うか/相談があった

のが最初

そこに高千穂高校って普通の公立高校があるん
ですけど、ちょっとジアスを取り入れようという
ことで、世界農業遺産を取り入れようっていうこ
とで、事業を2016年ぐらいから、SGHの終わりの
４年目５年目ぐらいになってから次の事業をど
うしょうかっていう風になって、当時の担当して
いた先生から、ジアスを軸に、世界農業遺産って
ジアスって、英語の頭文字をとっていますけど、
ジアスを軸にしたもので作り、作れないかってこ
とで相談があったのが最初ですね。

担当8

なるほど。大西9

具体的なカリキュラ
ム開発の方法とは？

事業内容や協働体制
の構築に向けた会議

事業内容の検討・事
業体制の検討・連携
体制の構築・連携体
制に関する相談

取組み・内容/関わ
り方・関与の仕方

プログラムの中身/
連携の体制/どう
入っていこうか/一

緒に

そこからかなりプログラムの中身を考えました
し、連携の体制を考え、事業にどう入っていこう
かってのもこれも一緒に考えた。

担当10

なるほど、そうだったんですね。大西11

協働関係構築の経緯
関係ができる
きっかけと経緯

きっかけ経緯そういう経緯ですね。担当12



　「SGHからの引継ぎ」「事業継承の手続き」を含め、「学校の目指す場所と事業目標の一致」が
「事業を始める動機、その経緯」であった。また、引継ぎ時の体制として、「分掌を超えた学校

内協働」があった。従来の「基盤となる事業」から「育成目標」を継承し、「事業の継承と改

善」がなされた。「地域との協働」における「目標の共有」に関して「学校設立当時」から「野

性と知性の共存」という「一貫した育成目標」があり、「学校内外関係者の共通理解」が図られ

ていた。次に「長年の関係」が五ヶ瀬町の「地域特性」であると「同意」した。

　前事業からの「切れ目のないプロジェクトの実施」のために「終了段階」で応募した。前

「プロジェクトの実施主体」は「管理者の意向」と「その他教員の意向」で選定され、彼らを

含めた「学校全体の協議」により「継承作業」が進行された。「人員の数的減少とプロジェクト

遂行への支障の関連の薄さへの言及」があり、「複数人によるプロジェクト担当」などの工夫を

した。なお、初期の「運営主体」は「初任とベテランの教員で構成」された。ただし、事業の

「初期構想」を練った「運営主体」は「単年度解散」し研究調査部に引き継がれている。

　「運営主体」は「科目計画の立案とコーディネーター業務の兼務」したが「科目の運営とその

窓口は別離」していた。「継続された体制/方針」で行われ「構成員の数的変化」がある。「継承

に伴う負担感」は少なくその要因として「前事業からの継承」したものが多かったことが挙げ

られる。また、「個々人の人脈を基盤とした外部との関係の継続」もその要因の１つである。

「関係性の継承・新規開拓」も実現されていた。ただし「評価のゼロベースからの構築/評価の

手法・観点の確立」は負担であった。

　「引継ぎ前後の変化」は「学校側から提案する事業」から「学校事業への理解を元にした外か

らの声掛け」へと変化した。また、「評価項目の変更点」については「評価方法の改善の余地」

を指摘し「外部機関への質・量的評価方法の外注」と「既存の評価モデルを基にした独自の評

価モデルの作成」を行った。子どもと「自己評価・省察」を「同時並行」で行いながら「本質

的な問への道のり・過程」を進む「ルーブリックの説明」がされた。「評価項目の継承内容」は

「ほぼゼロベース」から作成された。「方法の問題」と「PDCAサイクルの非効率的な運用」が
課題であった。ただし、今は「子どもの慣れ」が見られている。

　「関係構築の留意点」は、「配慮」として「互恵性」に言及した。「ケースバイケース」「一方

の利益となる状況の少なさ」「単方向の利益に関する懸念」があった。また、「学校からのアク

ション」に応じる地域住民は多く、「協議による互恵性の構築」がなされている。「教育に積極

的な主体の存在」が地域にあり、「保護者」以外の「学校関係者以外のコアメンバー」が肯定さ

れた。「帰属と現住所の無関係」な子どもが多い。

　「連絡経路の経時変化」と「連絡に係る子どもの裁量を尊重」という地域との協働における

「子ども-地域間の連絡系統の確認と留意点の把握」が行われた。一方「子ども－地域間の連

絡における学校の役割」は、「連絡時、連絡内容の報告」を受けることである。

　「地域の利益」「地域住民の学校への関与の動機付け」として「世代間交流の実現」があった。

次に「互恵性を構築する上での総論的ポイント」や「学校関係者の工夫」として、「学校設置当

初からの地域との関わり」「責任の所在に関する学校側の配慮」「棲み分けの提案」があった。

また、「地政学的条件の有利性」として、「教育者同士の関係」「関係構築における子どもの直接

関与」「関係構築のための目標の共有」「子どもの『見える化』の効果」がある。「子どもの意

思・意見の受容」がクリアファイルの作成という「動機付けの実効的な要素」として表出する。

また「関係構築に係る別途事項」として「地域連携とキャリア形成の関連」と「個人の地域貢

献への意欲の高さ」がある。
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　「教育内容の改変」の視点から「全プロジェクトからの継続・変更事項」と「地域とのコンタ

クトのタイミング」として「学習時間の確保」と「教員の働き方を考慮したプログラム改変」

がある。また、「年度途中」が外部からの依頼のタイミングであり、「進行中のカリキュラムの

圧迫の実態」があった。「事業に係る意思決定のタイミング」、事業を受託する「場の属性」は

「頻繁」で「公私に渡るあらゆる場での連絡調整」が行われた。また、「業務量の増減」につい

て「変更なし」であった。

　「連絡ツールの発達に伴う連携事業の増加」もあり、「教員の教育課程外の事業参加」がある。

「教員負担と熱意の折衝点」について「年度始めの職員・生徒との目標の共有」が教育への

「強い『気持ち』を後押し」している。「教育内容の決定と承認系統」は「全学的意思決定への

拘り」から「全学的なカリキュラム内容の検討」のもと行われた。

　「事業完了後の状況」として、「事業運営と引継ぎ作業の重複」「予算と事業継続」がある。ま

た、「事業の評価に関する協議」があり「スリム化・効率化の検討」がされた。更に「現プロ

ジェクトの効果の確認」が行われ、「当事者意識の芽生え」「教育活動が地域との窓口」「協働意

識の醸成」「評価の有効性の確認」「アクションベースの地域連携事業の促進」「実現可能なレベ

ルの地域貢献の模索」が挙げられた。また、「教員の異動に伴う、学校の教育理念の共有」が課

題である。

　「事業と進路選択の関係」については「未検証」だが、「子どもの帰属意識のありか」となっ

ていること、「地域課題の発見と解決への意欲が進路選択に影響」していること、もとより「五ヶ

瀬の環境資源」が「入学動機」となっていることが示された。

２）コンソーシアム関係者のヒアリング調査のストーリー・ライン

　ここでは、SCATによるコンソーシアム関係者のヒアリング内容分析から導き出されたストー

リー・ラインについて示す。

　「関係性構築までの経緯の質問」に対し、「協働関係構築の経緯」は、「『世界農業遺産』認定

を目指す地域事業を契機とする関与」が発端であったとし、その後「学校主導」による「協働

関係継続に向けた文科省地域連携事業への打診」を受け、「事業内容や協働体制の構築に向けた

会議」の機会を持ってきた。「ヒアリング事前準備段階での継続的な関係機関との連携の様子に

対する関心」や「発言内容への理解についての確認」を受けながら、体制として「核となる学

校関係機関」であった協議会を「核となる学校関係機関として継続的に活用」した。「核となる

学校関係機関の確認」と「体制づくりの困難さに対する感想」を受けながら、「学校関係機関と

しての設置者の関与」と「学校関係機関としての基礎自治体の周辺自治体の関与」があるとした。

「学校関係機関の体制」として「学校関係機関のうちの中心となる部署」があり、「年２回の運

営会議」を実施してきた。「継続的な連携先としての学校関係機関を核とした条件整備」が「継

続的な関係構築のための工夫」である。

　「担当者の位置付け」は「学校主導の提案実現のための体制づくりへの助言」を行う「コー

ディネーター」であり、「決定事項の周知の役割を担うコーディネーター」である。「コーディ

ネーターの負担感」は、「適切な業務量」であった。

　「協働体制の変更要因」「協働体制の変更の有無」は「継続的な協働体制」である。「事業終了

後の継続状態」は、「継続的な協働関係」にあり、「学校の要望次第」で事業を行う関係性であ

る。
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　「地域から見た学校と地域の協働の価値」は、「地元出身者の進学者の減少」という問題状況

も踏まえ、「将来的な関係人口増加という期待」に表れ、「地域の期待に応える学校のあり方」

として「豊かな『学びの土壌』を活用しようとする意識の重要性」が示された。

　「地域の期待に応える学校になるための要素」は、「事業以外」にあるとし、「協働関係構築の

肝となる教育目標の共有」が重要であると語った。地域は「協働関係構築の肝となる教育目標

に対する教育資源の提供」を考えるとした。

　「事業における目標」や「事業における目標達成の道筋」は「新型コロナウィルス感染症感染

拡大による事業目標の断念」し、「代替目標への転換」を余儀なくされた。「予算区分上の明確

な線引き」があった。「協働なくして実現できない教育活動」への「事業に対する学校・生徒の

意志」が見られた。

　「学校関係機関内での先導的役割の担い手」は「県主導の事業運営から県と地域の共同運営へ

の転換」があったものの「継続的な取組みによる連携関係の土壌の醸成」ができた。「学校関係

機関内の連絡頻度」は、「約２ヶ月ごと」であり、「会議種別ごとに異なる頻度」で実施されて

いる。

　「学校関係機関間の関係性」は「希薄」である。「学校による連携先の選定」が行われている

からである。「会議日程調整」は「学校主導」で行われている。

　「会議内容」は、「ワークショップによる事業内容の検討」であった。「会議方法の選定に対す

る感心」が示された。「学校による会議方法の選定」が行われ、「ワークショップによる事業内

容の検討」が「協議会内のプロジェクトメンバー」で「複数回」あり、「形式的な会議」もあっ

た。途中で「新型コロナウィルス感染症感染拡大による会議形式の変更」があった。中心に

「核となる学校教員」がいたが、「異動による配置転換」のため県教委に勤めている。

　「英語での国際交流」に参加するための「交流に向けた言語教育」の「指導への参加の確認と

その内容」は「発表内容作成」であった。

　「社会に開かれた教育課程の実現に向けた地域参画による教育内容開発」については、「共有

された目標の達成に向けた応答」に留まり、「教育内容開発への関与の限定性」が見られる。

　「学校と地域の協働による教員の多忙化への懸念」のため、「学校による先導」が必要であり、

「学校主導による関係性の構築の重要性」が示された。「仲介者という学校関係機関の役割」を

通して、「学校の業務の外部委託を可能とする支援」を行う。

　「約１年前からの事業計画の作成相談」をし、「事業計画作成のための会議回数」は、「数回」

であった。その後、「事業認定校となるための面接」に「別の学校関係機関」とともに参加し

た。その際、「調査対象地域の継続性への評価」を受けている印象を抱いた。

　「事業期間終了後における学校と事業関係団体との協働関係」や「事業期間終了後の学校関係

機関間の関係性」は「一過性」のものである。「関係性継続のための共通事業の必要性」が見ら

れる。

　「事業期間内における修正点の共有時期の確認」をことあるごとに行い、「事業期間内におけ

る修正点の共有」がなされた。「事業期間内における修正手続き」は「事業期間内における修正

は学校主導」で行われた。

　「事業に対する大学教員の関与」については「事業に詳しい大学教員からの指導助言」があっ

た。
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　理論記述

１）学校関係者のヒアリング調査の理論記述

　ここでは、学校関係者のヒアリング調査の理論記述について示す。

　「事業を通しての生徒の成長」については、「仲介者としての学校関係機関の役割遂行と生徒

の実態把握の非関連性」が見られた。

　「協働関係の深化」が「新規事業への取組みによる協働関係の変化」であった。「協働関係の

深化」については「学校と地域の共通認識」がある。特に、「協働関係深化としての相互の役割

の把握と線引きの明確化」が図られたとする。「継続的な協働関係構築のために資する関係先へ

の理解」が深まった。

　「今後の改善点や展望」については、「学校と地域の協働による地域人材の育成に対する成果

検証の困難さ」をあげ、「調査対象地域への人材還元」がなされるのか、「県としての意向と地

域としての意向の乖離」がある。

　「地域目標の達成」をした「継続による成果として捉えている進学実績」を評価し、「少子化・

過疎化による問題」解決への一助となること、引き続いての「地域目標の達成」が「今後の学

校への課題」とした。

事業の応募理由には「学校の目指す場所と事業目標の一致」が求められる。

「事業継承の手続き」は「分掌を超えた学校内協働」「個々人の人脈を基盤とした外部との関

係の継続」で行われ、それにより「継承に伴う負担感」は少なくなり「関係性の継承・新規

開拓」も行いやすくなる。

「前プロジェクトからの継続」をするために協議は、「学校全体の協議」のもと行われ、「ス

リム化・効率化の検討」を行い、生徒の「学習時間の確保」や「教員の働き方を考慮したプ

ログラム改変」ができることがある。

「運営主体」は「科目計画の立案とコーディネーター業務の兼務」するが「科目の運営とそ

の窓口は別離」させることで、「業務量の増減」について「変更なし」で進めることができる。

「複数人によるプロジェクト担当」により「人員の数的減少とプロジェクト遂行への支障の

関連の薄さ」が実現される。

関係性の継続のためには、「学校内外関係者の共通理解」と「切れ目のないプロジェクトの実

施」に向けた前プロジェクト「終了段階」での応募が求められる。

「プロジェクトの」「構成員」は「管理者の意向」「その他教員の意向」で選定される。

「継続された体制・方針」の下運営されれば、「構成員の数的変化」は大きな問題とならない。

「全学的なカリキュラム内容の検討」の場では「教育内容の決定と承認」が行われる。

「外部機関への質・量的評価方法の外注」「既存の評価モデルを基にした独自の評価モデルの

作成」を行ったとしても「評価のゼロベースからの構築/評価の手法・観点の確立」は教員の

負担となる。

評価「方法の問題」と「PDCAサイクルの非効率的な運用」が課題として残ることがある。
「関係構築の留意点」は「互恵性」にあり、「協議によ」って「互恵性の構築」が為される。

「互恵性を構築する上での」「学校関係者の工夫」は「責任の所在に関する学校側の配慮」

「棲み分けの提案」にある。
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２）コンソーシアム関係者のヒアリング調査の理論記述

　ここでは、コンソーシアム関係者のヒアリング調査の理論記述について示す。

学校と地域の関係構築には「関係構築における子どもの直接関与」「関係構築のための目標の

共有」「子どもの『見える化』」が重要である。

地域による学校活動の理解は「学校側から提案する事業」から「学校事業への理解を元にし

た外からの声掛け」へと変化をもたらす。

「保護者」以外の「教育に積極的な主体の存在」が協働関係の構築に有利となる。

「子ども－地域間の連絡」について学校が「連絡時、連絡内容の報告」を受けることで、「連

絡に係る子どもの裁量を尊重」することができる。

「地域住民の学校への関与の動機付け」として「世代間交流の実現」が挙げられる。

地域住民の学校参加への「動機付けの実効的な要素」として「子どもの意思・意見の受容」

が有効である。

「年度途中」の外部からの依頼は「進行中のカリキュラムの圧迫の実態」を作り出すことに

つながる。

「事業に係る意思決定」は「頻繁」に「あらゆる場での連絡調整」を行うことが有効である。

「連絡ツールの発達に伴う連携事業の増加」は「教員の教育課程外の事業参加」につながる。

「年度始めの職員・生徒との目標の共有」は教員の教育への「強い『気持ち』を後押し」す

ることがある。

「現プロジェクトの効果」として「当事者意識の芽生え」「教育活動が地域との窓口」「協働

意識の醸成」「評価の有効性の確認」「アクションベースの地域連携事業の促進」「実現可能な

レベルの地域貢献の模索」が挙げられる。

課題として「教員の異動に伴う、学校の教育理念の共有」や「事業と進路選択の関係」につ

いて「未検証」な点が挙げられる。

学校と地域の協働関係は、「地域事業を契機と」するなどの関係構築期に続いて、「協働関係

継続に向けた文科省地域連携事業」などの「新規事業への取組みによ」って「協働関係の深

化」がなされることがある。

「継続による」「協働関係深化」として、「相互の役割の把握と線引き」が「明確」になるこ

とがある。

「コーディネーター」は「関係先」を深く「理解」をしていることが求められる。

協働関係を継続的なものとしていくために、「核となる学校関係機関」であった協議会を「継

続的に活用」することが有効である。

「会議日程」などの「事業計画の作成相談」を受けたり、「体制づくりへの助言」「決定事項

の周知」を行ったり、「教育目標に対する」人・物・金・情報などの「教育資源の提供」を行

う役割を担うのは「コーディネーター」である。

学校と地域の協働による「学校関係機関」のうち、一般行政組織は、「仲介者」という「役

割」を担うことができる。それにより、「学校」が「業務を外部委託」することができ、学校

にとっての「支援」となる。



５　考　　　察

　以上のストーリー・ライン及び理論記述を本研究の問いに照らし合わせると以下のことが考察

される。 

　第一に、教育意思決定の中心的な担い手は学校である。第二に、コーディネートを行うのは、

コンソーシアム側の、教育目標の実現に向け、人・物・金・情報などの教育資源の提供を行う一

般行政担当者である。学校では、校長によって指名された、或いは自発的に手を挙げた研究調査

部の構成員が窓口となっている。全体として、教育に関する責任は学校が負い、その連絡調整を

行うのが一般行政担当者という位置づけである。第三に、信頼関係の構築は、皆が学校の提案す

る「教育目標」を共有し、協議の上で「互恵性」を志向することが重要である。特に、コンソー

シアム側は地域の要望を学校に伝えるだけでは「教員の多忙化」になること「懸念」しており、

お互いのできることとできないことの「棲み分け」を意識して行っている。全体として、協議の

上で連携相手のことを慮り全体の利益となるように動くことが、信頼関係の構築に繋がる。第四

に、協働関係の確立・維持につながる要素として、プロジェクト構成員の間で「身近な子どもの

ために」という目標が共有されること、「教員の負担となるような取組を極力排除すること」「複

数人で事業に関わる等、業務の引継ぎができるような工夫をすること」が挙げられる。今回は第

三にも分類したが、「教育意思決定は学校」「コーディネートは一般行政職」と明確な役割分担を

行うこと、及び「互恵性」も協働関係の確立・維持に関して重要な要素と考えられる。
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地域は、「学校と地域の協働による教員の多忙化」を「懸念」しているため、「学校主導によ

る関係性の構築」が「重要」である。

協働関係を構築する「核となる学校教員」が必要となる。

「地域から見た学校と地域の協働の価値」は、「地元出身者の進学者の減少」という問題状況

も踏まえ、「将来的な関係人口増加」への「期待」から、「豊かな『学びの土壌』を活用しよ

うとする意識」を持って外に出ることにある。

「教育目標の共有」を行うことで「地域の期待に応える学校になる」ことができる。

「社会に開かれた教育課程の実現に向けた地域参画による教育内容開発」については、地域

は、「目標の達成に向けた応答」を行う立場であり、「教育内容開発への関与」は「限定」的

である。

学校と地域の協働に対する評価は、「進学実績」に見られる一方で、「調査対象地域への人材

還元」がなされるのかという「地域人材の育成に対する成果検証の困難さ」が「今後の」「課

題」である。

「地域人材の育成」に対しては、「県としての意向と地域としての意向の乖離」がある可能性

がある。

学校と地域の協働によって「協働なくして実現できない教育活動」が実施できる。

「学校と事業関係団体との協働関係」や「学校関係機関間の関係性」は「事業期間終了後」

に解消される「一過性」のものである。「関係性継続のための共通事業」が「必要」である可

能性がある。



６　お わ り に

　本研究は、地域と学校の協働の在り方について、「地域協働推進事業」での取り組みを手掛か

りに、今後の協働関係の構築及び協働関係の維持に対する知見を得ることを目的としたもので

あった。ヒアリング調査の結果から、協働関係の構築と維持のため、五ヶ瀬中等教育学校及びコ

ンソーシアム関係者の以下の取組が有効であることが推察された。

①　教育意思決定は学校が行うこと

②　コーディネートはコンソーシアム側の一般行政職の担当者が担うこと

③　信頼関係構築のために皆の互恵性を志向し、お互いをリスペクトした業務の棲み分けを行う

こと

④　互恵性を志向し、「身近な子供のために」という目標を共有すること。その際、教員の負担

とならないよう留意すること

　本研究によって明らかになった知見を、先行研究での主張との比較から示すと、 

　専門的な人材の配置ではなく、一般行政に「仲介者」としての役割を求め、学校業務の「外

部委託」をする際に、「互恵性」を志向することが有効であること

　市民に意識の向上を求めず、学校が「子どもの意思・意見」や「豊かな「学びの土壌」を活

用しようとする意識」を示すことで、地域課題の解決への期待を持たせることが重要であるこ

と

　学校と地域の協働体制については、協働先との体制づくりよりも学校内の体制づくりが重要

であり、教員の役割として「科目計画の立案とコーディネーター業務の兼務」するが「科目の

運営とその窓口は別離」させるなど教員の負担となるような取組を極力排除するような体制づ

くりが求められること

が挙げられよう。 

　また、庵原（2022）の主張するスピード感のある予算配分、各地区間をつなぐ役割を一般

行政が果たすことが協働関係を構築・維持していく上で有効であることが示唆された。一方で、

市民との協働については、教育意思決定を学校が担うため、行政の役割ではなく学校の役割で

あると言えよう。

　次に今後の課題について述べたい。まず、本研究の射程は「関係の構築及び維持」に関する研

究であり、そこで地域との協働について長年の実績と経験のある五ヶ瀬中等教育学校に着目し

た。今後は、地域との信頼関係が成り立つ過渡期の研究を丁寧に行う必要がある。また、本事例

では学校も地域資源を活用したいという姿勢があり、地域も学校のために何かしたいという意識

が強い事例であった。しかし、全ての学校や地域にそのような意識が根付いているとは言い難い。

今後は、いかにして両者が協働の姿勢を持つかという観点からの研究が必要だと思われる。さら

に、本事業の成果については卒業後の追跡調査など検証が必要である。また、本事例は、後期中

等教育段階を対象とするものであったが、設置者と基礎自治体が同一の小・中学校と、それらの

異なる高等学校において地域との協働関係の在り方に差異はあるのかの検証も必要となろう。
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資料１：学校への質問項目

１　本事業への応募理由は何か。

２　本事業の実施に向けて、校内でいつ頃、どのような場で話し合いがもたれたか。

３　事業応募当初の協働体制と現在の協働体制に変化はあるか。

４　（協働体制に変化がない場合）どのような協働体制で進められているか。

５　（協働体制に変化がある場合）どのような体制がどのような理由で変更されていったのか。

現在、どのような体制で進められているか。

６　協働体制を整えていく際に留意したことなどはどのような点か。

７　地域の方とどのようにカリキュラムを開発したか。

８　カリキュラム開発はどのくらいの頻度での話し合いが持たれたか。

９　目標設定はどのようなところをポイントにしたか。

10　カリキュラムの実施にあたって、連携はどのように図られたか。

11　３年間の間に各年度でカリキュラムの修正点はどのようなところにあるか。

12　次年度に向けてどのような体制が組まれているか。

資料２：コンソーシアムへの質問項目

１　本事業への応募の経緯は。

２　本事業の実施に向けて、学校側といつ頃、どのような場で話し合いがもたれたか。

３　事業応募当初の協働体制と現在の協働体制に変化はあるか。

４　（協働体制に変化がない場合）どのような協働体制で進められているか。

５　（協働体制に変化がある場合）どのような体制がどのような理由で変更されていったのか。

現在はどのような体制で進められているか。

６　協働体制を整えていく際に留意したことなどはどのような点か。

７　カリキュラムの開発のイニシアティブはどちらが有しているか。

８　カリキュラム開発はどのくらいの頻度での話し合いが持たれたか。

９　目標設定はどのようなところをポイントにしたか。

10　カリキュラムの実施にあたって、連携はどのように図られたか。

11　３年間の間に各年度でカリキュラムの修正点はどのようなところにあるか。

12　次年度に向けてどのような体制が組まれているか。
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　　The purpose of this paper is to summarize how international organizations have positioned 
“health”and“education” , how international initiatives have been developed, and to consider the 
current status and challenges of governance in both fields. Coupled with the COVID-19 pandemic, 
schools are questioning how and to what extent they can ensure children’ s right to education and 
learning, and their right to health. In today’ s world where the boundaries between“health”and 
“education”are ambiguous and overlap, it is necessary to reconsider the aspects of governance 
regarding“education”and“health”as a framework for considering how to guarantee children’ s 
education, health and welfare. Therefore, this paper focuses on WHO as a major actor in global 
governance in the health domain, and UNESCO and UNICEF as major actors in global governance in 
the education domain, and how each organization has been involved in initiatives in the health and 
education domain. Furthermore, we will organize and examine how each institution has formed its 
efforts in the health and education field while having what kind of relationship and relevance. In this 
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１　課 題 設 定

　本稿の目的は国際機関が「健康」と「教育」をどのように位置づけ、国際的な取り組みを展開

してきたのかについて整理し、両領域にまたがるガバナンスの現状と課題について考察すること

である。なお、本稿において「グローバル・ガバナンス」とは、「特定の領域に対し、国家的・

非国家的アクターが国家（ガバメント）を横断して国際的に影響力を行使する諸相」を指すもの

として用いる。

　これまで、学校教育をめぐっては教育分野と保健分野との連携のあり方がしばしば議論の俎上

にあがっており、コロナ禍においてはその連携の必要性がより強調されつつある。学校は教育活

動のみならず、子どもの発達を支える活動が行われており、教育活動を円滑に進める上での発達

支援は不可欠なものとなっている。また、コロナ禍以前より貧困等に代表されるさまざまな困難

を抱える子どもに対するアプローチがあらゆる分野で検討・実施されており、「教育」と「健康」

の両者を一体的に捉えることが重要となっている。これは、日本のみならず、グローバルなレベ

ルでの課題であることがコロナ禍によってより浮き彫りとなった。

　そのような現状認識から、筆者らは昨年度、世界保健機関（以下、WHO）が中心となって進め
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paper, governance in the health domain is referred to as“health governance” , and governance in the 
education domain as“educational governance” . In addition, there are various areas to deal with 
governance, but this paper focuses on the global area, that is, global governance. As a result of the 
analysis of this research, the following can be pointed out.
　　Firstly, it can be pointed out that the activities of the three institutions reflect their respective 
roles under their respective positions and ideals. WHO believes that other organizations are needed to 
address health and medicine, while UNICEF and UNESCO, as UN affiliates, focus on children and 
education. UNESCO is an institution with a certain degree of financial independence as it operates 
with its own financial resources.
　　Secondly, although the FRESH framework has been presented by the WHO, it is difficult to say 
that the FRESH philosophy is functioning as global governance to achieve realistic goals. Although 
FRESH is trying to establish collaboration with other institutions as a new form of governance, 
FRESH’ s evaluation framework is not sufficient, and no indicators have been established to measure 
whether FRESH’ s efforts are being effectively implemented.
　　Thirdly, the relationship between WHO, UNICEF and UNESCO through FRESH on health and 
schooling reveals the reality of cooperation and partnership among international institutions in global 
governance. While the issue of how to perceive“health”and“school education”within the broad 
framework of global governance is once again being questioned, the formation of global governance 
that integrates health and education through three institutions is still in the process of development.
　　As different institutions and organizations work together, it is important to consider how global 
governance realities affect individual global governance and how they affect the formulation and 
implementation of national governance policies. We should consider this in more detail.



るHealth Promoting School（以下、HPS）の理論的枠組みについて、同機関が発行する報告書を中

心に検討した。HPSはWHO憲章の「健康権」の理念を反映した概念として示されており、「健康

権」を保障する取り組みとして諸外国を中心に進められている。その中で、WHOが1990年代以降、

「万人のための教育（Education for All、以下EFA）」とも関連性を持ちながら、学校を舞台とした

健康増進の取り組みをしてきたことを整理した1。1990年代以降、WHOをはじめとして、国際的

に「健康」と「教育」に関わる取り組みは一定程度の関連性を持ちながら進められてきたといえ

る。しかしながら、「教育」と「健康」についてはそれぞれ独立したガバナンスとして捉えられ

る傾向にあり、両者を一体的なガバナンスとして捉えた研究は見当たらない。

　そもそもガバナンスをめぐる研究は、グローバル化の進展等の変化から従来各種領域の統治の

中心を担ってきたガバメントがその力を失ってきているとの認識から隆盛が始まった。多元的な

アクターが当該領域の統治へ影響を与える状況に対し、「ガバメントからガバナンスへ」のスロー

ガンのもと政治学・行政学領域において活発に行われるようになってきた2。とりわけグローバル

な領域にまたがるガバナンスの議論は、冷戦終結後に登場した理論とされる3。

　教育学及び教育行政学分野においても、1990年代以降にガバナンスの概念を取り入れる研究が

増え、その名を冠した著書や論文は現在多様に見られる状況にある。この背景には、中央レベル

においては文部（科学）省、地方レベルにおいては教育委員会が教育政策・行政を独占してきた

という認識に基づく批判がある。それに対し、「自治体、住民、市民団体、NPOなど、教育サービ

ス供給主体の多様化」を図り、「ネットワークとしてのガバナンス、すなわち教育ガバナンスの

構築」を目指す必要性4が2000年代に入ってから指摘されるようになってきた。教育サービス供給

主体の多様化は現在各所で進行している様子が見られるが、その主な焦点となっているのは当然

のことながら子どもの教育・学習の権利保障・質保証である。一方で健康にかかわる権利の保障

をどの程度射程範囲として捉えてきたかは曖昧であり、必ずしも中心的な事項として教育ガバナ

ンスに含まれてきたわけではない。加えて、本研究が射程としているのはグローバルな教育ガバ

ナンスである。グローバルな教育ガバナンスは、世界人権宣言第26条に示された教育を受ける権

利を理念、目的として共有し、国際連合の構成員である各国が基本アクターとなり、国連教育科

学文化機関（以下、UNESCO）がその実施推進の中心として機能し始めたとされる5。EFAを契機

とし、近年ではSDGsの文脈から議論される様子が見られるものの、「教育」と「健康」を一体的

に捉えてのガバナンスの在り方に必ずしも大きく焦点が当てられているわけではない。

　一方で、保健ガバナンスにおいても教育を受ける権利の保障を必ずしも中心的事項に据えてき

たわけではない。保健医療の問題を考えるとき、学校や教育を含めた様々な領域、水準と複雑に

絡み合っているとの認識はしばしばなされる6ものの、それらのガバナンスは健康を達成するとい

う目的から教育の位置づけがなされている。これは次節で確認するような健康をめぐるグローバ

ルなガバナンスの領域においても同様といえる。すなわち、教育ガバナンス及び保健ガバナンス

は、それぞれ「教育」「健康」を一体的に捉えるのではなく、あくまで個別の領域として捉えて

いる。その上で、教育－健康領域の横断や連携をいかに進めていくかという観点から、既存の教

育ガバナンス／保健ガバナンス研究は展開されてきていると言える。

　先述の通り、コロナ禍も相まって、今学校教育は子どもの教育・学習にかかる権利の保障に留

まらず、子どもの健康にかかる権利をどのように保障するか、またはどこまで保障できるのかが
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問われている。「健康」と「教育」をめぐる境界線が曖昧となって重なりあう現在、子どもの教

育、健康、ウェルビーイングの保障のあり方を検討するための枠組みとして「教育」と「健康」

を捉えるガバナンスとはどのようなものか、改めて問う必要があろう。加えて、今般のコロナ禍

が浮き彫りにしたように、「健康」「教育」は一国の中に留まることのないアジェンダである。ま

さに「一国に留まらない問題を解決するために、国境を越えた公共財を提供する制度枠組みおよ

び政治システム」7であるグローバル・ガバナンスが取り扱うべき喫緊の課題であると考えられる。

　上記の先行研究の状況を踏まえ、本稿では健康領域のグローバル・ガバナンスの主要アクター

としてWHO、教育領域のグローバル・ガバナンスの主要アクターとしてUNESCO・国連児童基金

（以下、UNICEF）に焦点を当て、各機関がどのように健康・教育領域の取り組みにかかわって

きたか、さらには各機関がどのような関係性・関連性を持ちながら健康・教育領域の取り組みを

形成してきたかを整理・検討する。これらの機関は、次節で見るように保健医療分野や教育の質

保証等に関わり、それぞれ独立に取り組んできた営みに一貫性を持たせて各国への支援を行うこ

とを目的としたパートナーシップを構築し現在に至っている。そのパートナーシップの具体はど

うなっているのかを明らかにし、それぞれの機関がどのように教育及び健康を捉えて各種の取り

組みを行っているかを見ていくことは、グローバル化が加速度的に進む現在及び未来における子

どものウェルビーイングの保障の在り方を考える上での参照軸になりえるであろう。

　なお、本稿においては健康領域に関するガバナンスを「保健ガバナンス」、教育領域に関する

ガバナンスを「教育ガバナンス」と示す。加えて、ガバナンスは扱う領域がさまざまにあるが、

本稿においてはグローバルな領域、すなわちグローバル・ガバナンスに焦点を当てる。

２　保健ガバナンスと学校教育

　保健ガバナンスは「国家のみならず、非国家アクターも含み、人間の健康に関するグローバル

な課題に、公式・非公式様々な方法を用いて取り組む協力体制」 8と定義される。そして、グロー

バル化の進展が加速度的に進む中で、新型コロナウイルス感染症をはじめとして、様々な「課題

の設定や財政の分配、問題の解決が試みられる複雑な政治アリーナ」 9である。戦後国際的な政治

アリーナにおいて、その中心を担ってきたのはWHOである。WHOは1948年に設立されて以降、

健康に関する権利、すなわち健康権を「到達可能な最高水準」の人権と位置づけ、さまざまな取

り組みを行ってきた。その一つがHPSである。HPSは、UNESCOが提唱したEFAとも関連しつつ、

WHO主導のもと各国において学校を基盤とした健康権保障の取り組みが進められてきた。

　2000年からはWHO、UNICEF、UNESCOなどがFocusing Resources on Effective School Health（以

下、FRESH）というパートナーシップを構築し、子どもにとってより良い健康・栄養・教育を提

供するための取り組みを進めている。従来、前記の各国際機関がそれぞれの立場から各国の保健

医療、栄養改善、教育の平等のための取り組みを支援してきたが、これらの機関同士が連携し合

い、各国に対し一貫した助言を行うためのパートナーシップとして構築されたのがFRESHであ

る。FRESHは、EFAの実現を目的として、学校を各地におけるコミュニティとの密接なつながり

を持ち、一般的に保健医療制度よりも子どもたちをカバーする側面があると捉える。そのため、

学校をひとつの拠点として保健・栄養・教育に関して一体的な取り組みを進めようとしているこ

とが一つの特徴といえる。
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　FRESHは、（子どもの保健・衛生にかかる）新たなニーズへ対応することを可能にすると同時に、

子どもの発達における他の投資の効果の向上、より良い教育のアウトカムの保障、より優れた社

会的公正への到達につながる費用対効果の高い戦略であるとされる。そして、その取り組みは以

下の４つの基本的枠組みから成る。

　　①健康関連の学校方針

②健康的な学習環境に向けた重要なファーストステップとしての安全な水及び公衆衛生の

提供

　　③スキルベースの健康教育

　　④学校を基盤とした健康・栄養サービス

　この枠組みに基づき、FRESHを構成する各国際機関はEFAの実現を目指して各種の取り組みを

行うこととなっている。図はそれを示したものである。この図の中で、例えば右下のHPSはWHO

が進める学校を基盤として健康に対するアプローチをする包括的な取り組みである。そして左下

のChild Friendly School（CFS）はUNICEFの取り組みである。HPSもCFSもFRESHの枠組みの一つ

であり、それはEFAを目指す取り組みとして収斂される。
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　FRESHの大枠を概観したとき、これは「健康」と「教育」を一体的に捉えた国際的なガバナン

スと見ることができよう。ただし、FRESHを構成する各機関がどのように「健康」と「教育」を

捉えて各種の取り組みを行い、ガバナンスを形成しているかは必ずしも明確ではない。そこで、

以下ではFRESHを構成する主要な機関のうちWHO、UNICEF、UNESCOを取り上げ、それぞれが

FRESHの枠組みを踏まえた上で、どのように健康・教育にかかる取り組みを行ってきたのかを整

理する。

図　EFA、FRESH及び各機関の取り組みのつながり、関係性
出典：World Health Organization（2003） ,  Skills for health : skills-based health education including life skills : an important
　　　component of a child-friendly/health-promoting school, p.9.



３　国際機関における「健康」と「学校教育」

　WHO

　WHOは「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」 10を目的として設立された国

連の専門機関であり、1948年４月７日の設立以来世界の人々の健康を守るため、広範な活動を

行っている。

　1980年代には、健康領域に限らず分野を超えて健康に関する知識や態度を普及させるために、

各分野の関係者がその共通の重点問題に共同で取り組む必要性が生じ始めた。WHOが健康分野だ

けでなく教育分野を含む取り組みとして開始されたのが、UNICEF、WHO、UNESCOが共同で1989

年に発表した「Facts for life」である。「Facts for life」では、子どもと女性の健康を守るための知

識、エイズやマラリアなどの感染防止、予防接種、怪我、災害、緊急事態などについて取り扱っ

ている。この取り組みは、健康教育の中でも特にエイズに関連した代表的な活動であり、上記の

３の機関を含めた８つの国際機関の合意により普及された11。この「Facts for life」の取り組みで

もWHOとUNESCOが主導となり、妊娠や出産、主要な子どもの病気、子どもの発達、就学前の教

育、育児、子どもの保護、子どもへのケアとサポートなどについて活動を実施し、21言語12にわ

たって翻訳ブックレットを出版している。この取り組みは教育分野の中でも健康教育に重点をお

いた活動であり、様々な国際機関との連携に基づいてはいるが、実質はWHOが主導する形でとし

て行われているといえよう。

　1990年に採択されたEFA以降は、その目的達成のために国際的な基礎教育の拡充が重要視され、

国際機関が共同で教育活動を行う傾向が強くなっていった。

　WHOが教育分野で主導として行った代表的な取り組みはHPSである。HPSは「学校を中心とし

て地域社会や家庭のもとに包括的に進める総合的な健康づくり」として1980年代に発展し、学校

健康を推進していく有効なアプローチとして取り組まれた。1992年にはHPSヨーロッパネット

ワーク(ENHPS)が開始され、アジアでは1996年以降香港、台湾などで実施が始まった。HPSに関

連するWHOの動きを概観すると1995年WHO機関内に専門委員会「WHO’ s Expert Committee on 

Comprehensive School Health Education and Promotion」が組織され、HPSの内容の原型を作った。さ

らにWHOのヘルス・プロモーションと健康教育及びコミュニケーションを担当する部署

「Division of Health Promotion, Education and Communication」 13も設置され、各地域事務局や関係機

関と協力ワーキンググループも構成し活動をすることになっている。子どもの健康を守り、促進

するにはHPSは効果的であることがわかっているが、適用範囲、質、公平性、および持続可能性

を備えたHPSを確立することは、多くの国で困難であることが証明されており、これは主に、健

康と健康増進の教育システムへの統合が不十分であるからである。この問題の解決に向け、2018 

年にWHOとUNESCOはUNICEFや国際連合人口基金（以下、UNFPA）などの他の国連機関と協力

して、「すべての学校を健康増進学校にする」イニシアチブを発表し、イニシアチブの一環として、

HPSのグローバル標準と実装ガイダンスを開発した14。 更に、WHO、UNESCOなどが共同で教育

部門の能力を強化し、健康と福祉を含み学校全体で健康を促進することを目的とし、「すべての学

校を健康促進の場に」することを目指して2021年にSchool health services（SHS） 15 ガイドラインを
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発表した。このガイドラインは、医療従事者が関与する包括的なSHSの有効性、受容性、および

内容に関する詳細なガイダンスを各国政府およびその他の利害関係者に提供することを目的とし

ている。内容としては、生徒の身体的、精神的、心理社会的、教育的な健康管理の必要性に応じ

て、学校外の施設と連係した健康活動普及の要件を定めている。上記のように多数の国際機関が

共同でHPSを実施しているが、WHO主導による学校ベースの健康政策と見ることができよう。

　他方で、2000年「世界教育フォーラム」での「ダカール行動のための枠組み」以降、健康と教

育を一体的に捉える動きがしばしば出始めた。その代表的な活動は、前節でも触れたFRESHであ

る。WHO、UNESCO、UNICEF、世界銀行の連携のもとに実施されるFRESHは2000年４月セネガ

ルでの世界教育フォーラムにて始動した。学校保健に関わる資源（人材・資金など）などの効果

的活用のためにWHO、UNESCO、UNICEF、世界銀行が2000年に包括的な学校保健の枠組みとし

てFRESHを発足させた。FRESHは、EFAを達成するための一環としての取り組みと位置付けられ

ており、国家計画と学校保健活動を連動させる必要性を明記して行っている。

　2013年までにはFRESHの実施や進捗状況を評価する包括的監視と評価を目的としたガイドラ

インなどはまだ無かった。2008年から2013年の間にFRESHの進捗状況や次のステップを確認する

ために３つの大きな会議が開催された。最初はWHOが主催し2008年９月に、２回目はUNESCOが

主催し2010年11月に、３回目は2011年10月にPartnership for Child Developmentが主催し会議をした。

上記の会議を終えて2013年３月と４月に主なパートナーのWHOやUNESCO、UNICEF、世界銀行

などの専門家の助言やアドバイスを踏まえMonitoring and Evaluation Guidance for School Health 

Programs-Eight Core Indicators to Support FRESH-が2013年６月に出来た16。FRESH実施に関しても

この国際機関が主導的に会議を通して活動を行っている。

　FRESHに関わり、WHOは2003年にUNICEF、UNESCO、UNFPAや世界銀行などと共同で「Skills 

for Health; Skills Based Health education including life skills」 17を実施した。2000年代初期においても、

世界中のかなりの数の子どもたちが飢餓や栄養不足、感染症、病気、暴力、早期の妊娠、エイズ

などにより健康や命を脅かされているとされ、これらの諸問題を解決するためにはスキルに基づ

いた健康教育が大きく貢献するとした。就学前教育から各教育段階で衛生や、性教育、コミュニ

ケーション作り、タバコのない学校コミュニティなどの教育活動を提唱した。また、学校は健康

を守るための必要な知識、態度、スキルを身につける上で重要な役割を果たし、このスキルベー

スの健康教育はFRESH活動の一部であるとし、WHO、UNICEF、UNESCO、UNFPA、世界銀行な

どが支援して行った。

　上記のWHOが関わってきた取り組みからみると、WHOは国際健康機関として健康に関する活

動を主に行っていたが、1990年のEFAの目的達成や健康分野のみに特化した活動だけでは子ども

の健康にいい影響を与えることが出来ないとの認識から、他に国際機関と連携をとり、健康と教

育を包括的に捉え、活動を行うようになっている。ガバナンスという視点でみたとき、WHOは健

康ガバナンスにより広く国際機関とともに取り組むことを志向しており、その守備範囲を徐々に

教育分野、とりわけ学校教育に広げていっていることが看取される。
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　UNICEF

　UNICEFは世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関であり、他の国際機

関と比べると、「子どもを最優先に」という視点を重視している点が特徴である。UNICEFの取り

組みについて、UNICEFが1946年に国際的な状況に基づき国際連合国際児童緊急基金として設立

された目的から見ると、その目的は「侵略を受けた国々」、更に「連合国復興救済機関からの援

助を受けている国々」の子どもの「一般的な健康」を守ることである18。このことから、設立の

時点でUNICEFの役割は健康に限られ、教育に取り組む想定はされていなかったことがわかる。

　UNICEFは人材の開発の観点から1960年から教師研修、学用品の提供等の教育分野への支援を

スタートしたが、正式的かつ国際協調的な意識を求めながら教育分野への支援を始めるのは、1990

年にUNESCO、UNDP（国連開発計画）、世界銀行の３国際機関と共催したEFAの世界会議からで

あった。この会議で採択された「ジョムティエン世界宣言」は、基礎教育概念を広く定義するこ

とが大きな特徴である。新しい基礎教育定義の中、「学習を通じて実際に身につけることを重視

することを示され、健康や栄養を含まれる教育プログラムを制定し、学習環境をより良くする」

ことが注目される。この宣言に基づきUNICEFは1990－99年をかけ、「子どもの権利」の実現を尽

力していた。具体的には、重要な「子どもの権利」の一つである「教育」の権利、とりわけ子ど

もが少なくとも基礎教育を受けることができるようにするために必要な横断的要素としての国際

機関との連携であった。

　その中で、UNICEFの教育への取り組みにおける国際機関との連携の大きな転換点は、1990年

に発効された「子どもの権利条約」を契機に当時のUNICEFの事務局長であるグラント氏の発案

で開催された「子どものための世界サミット」であった。このサミットにて、EFAに関連し、「子

どもの生存および発達を可能な限り最大限に確保する」 19ために、各国政府は、子どもの保健・栄

養・教育に関する2000年までの行動計画を採択することになった20。

５歳になる前の子どもの命が失われる割合を1990年の３分の２にまで下げる。

赤ちゃんがおなかにいるときや、赤ちゃんを産むときに母親の命を失う割合を1990年の半

分にまで下げる。

５歳になる前の栄養不良の子どもの数を1990年の半分にまで減らす。

すべての人が安全な水と衛生施設（トイレなど）を使えるようにする。

すべての子どもが小学校に行き、その80％が卒業できるようにする。（下線は筆者）

読み書きのできないおとなの数を半分に減らし、男の人も女の人も平等に教育を受けられ

るようにする。

特に厳しい暮らしをしている子どもを守り、戦争にまきこまれた子どもなどは特別に保護

する。

　このサミットから2000年までの10年間、UNICEFにとって最も重要なことはサミットで採択さ

れた行動計画を達成できるかどうかであった。このため、UNICEFは子どもの権利の中で最も重

要な権利の一つである「教育」の権利を取り上げ、すべての人が基礎教育を受けられるようにす

る方策として、学齢期の子どもの少なくとも80％が初等教育を終了できるように尽力し、カリ
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キュラムの改善、教員の養成、正規の学校への支援、保健や栄養、衛生などの分野に取り組むべ

きだとした。その取り組みの中で、国際連携としてUNICEFは他の国際機関とともに、世界の人々

の子どもたちへの関心を呼びかけるよう、「グローバル・ムーブメント・フォー・チルドレンGlobal 

Movement for Children」21という活動も行った。さらに、この運動を盛り上げていくために、UNICEF

は「セイ・イエス・フォー・チルドレン－Say Yes for Children」の署名活動を行った。署名活動の

具体的な目的は10項目にまとめられた22。日本ではこの趣旨に基づき、国内で署名活動が行われ、

日本ユニセフ協会に集まった署名は国会へ提出された。

　　子どもをひとりとして差別しない

　　子ども最優先

　　すべての子どものためのケア

　　HIV／AIDS（エイズ）との闘い

　　子どもへの虐待や搾取をやめさせる

　　子どもの声に耳を傾ける

　　すべての子どもに教育を

　　子どもたちを紛争から守る

　　子どもたちのために地球を守る

　　貧困との闘い：子どもへの投資

　これらの取り組み以外に、1996 年１月、UNICEFは「UNICEFの使命The Mission of UNICEF」が

採択されたことによって取り組みの方針を大きく転換した。子どもの権利を確実に最優先事項と

して守るため「子どもに対する行動の国際的な基準とするために努力する」と明記した「UNICEF

の使命」を採択した。UNICEFは子どもの基本的なニーズを充たすための援助をする機関から子

どもの権利を守るための支援をする機関へと，その使命を大きく変えたのである。

　さらに、UNICEFは「子どもの権利条約」の基本理念に基づきEFAを促進できるようにするため、

1998年に『1999年世界子供白書』を発表した。教育について具体的には以下の５つの項目を提唱

した23。

識字や算数の基礎教育と並んで生活の基礎として役立つ、より高度で複雑な生活技能を子

どもに習得させ、子どもが生活環境の変化に適応できるようにする。

貧困のために学校に行くことが非常に困難な子どもに教育の権利を保障する。

女子の高い教育を受ける権利を守る。

「万人のための教育」という目標の達成のために、各国の政府や世界的な機関、民間企業、

報道機関、地域の学校、集落など、すべてを動員することを求める。（下線は筆者）

幼児のケア 就学前の子どもの精神的、社会的、情緒的な発達が学校や後に成人の世界で成

功する能力に大きな影響を与えることを認める。

　EFAの目標実現のために、UNICEFは各国政府、国際機関、市民団体、民間団体などあらゆる団
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体・組織に向けて、子どものための地球規模の運動をつくりあげようと呼びかけた。このことか

ら、UNICEFが国際機関との連携を意識している様子が窺える。

　以上の流れで分かるように、UNICEFは「子どもを最優先に」の理念を持ち、EFAの目標の実現

に協力することも含めて、2000年以降も様々な取り組みに尽力している。特に2000年の『わたし

たちにふさわしい世界A World Fit for Us』によってすべての子どもたちの「健康」と「教育」を

促進するため、2000年以降の目標として子どもの基礎教育の普及を中心に置き、健康保健の改善

に貢献することとした。さらに、UNICEFは2015年の「国連持続可能な開発サミット」で採択さ

れたSDGs策定のプロセスの中で、SDGsが子どもたちの問題を中心に据えた目標となるよう、熱

心に呼びかけてきた。現在までにUNICEFは「すべての子どもの命と権利を守るため、最も支援

の届きにくい子どもたちを最優先に、約190の国と地域で活動」 24している。取り組みの内容につ

いても、子どものより良い健康および教育を守るために、UNICEFはWHOを含めた国際的な協調・

連携に尽力しつつ、今後も国際機関との連携を求めると考えられる。

　UNESCO

　UNESCOにおける創設初期からの重点活動の一つとされてきた初等教育の拡充および支援、成

人の非識字率の改善等を含む基礎的なリテラシーの獲得に向けた取り組みは、EFA以降の動きと

大きくかかわることとなる。

　EFA以降、初等教育から中等教育、そして成人教育を含めた幅広い取り組みが実施され、それ

は初等教育の量的拡大があったとしても、初等教育にアクセスできていない子どもは減少するこ

となく成人の非識字率が増加していることを受けて、基礎的な教育が不十分な状態が続いている

ことが指摘されてきたためである。

　EFAの取り組みにあたり、UNESCOは関連する複数の国際機関との協調関係によるEFA推進の

ための取り組み行う等、国際機関間において先導的な役割を果たしていくこととなる。先述の通

り、EFAを展開する上で重視されてきたことは関連する国際機関とのパートナーシップであり、

さまざまなプログラムが国際機関の連携によって実施されてきた。UNESCOによるEFA Flagship 

Initiativesでは、EFA推進に向けたプログラム９項目が示されており、その内容は教育に留まらず、

教育や健康にかかわる子どもへの影響にかかわるさまざまな項目が示されている25。

　　HIV/エイズの教育への影響に関するイニシアチブ

　　幼児期のケアと教育 （ECCE）

　　障害者の教育を受ける権利

　　農村教育（ERP）

　　緊急時・危機的状況における教育

　　効果的な学校保健 （FRESH)

　　教師と教育の質

　　国連女子教育イニシアティブ（UNGEI）

　　国連識字率の10年の枠組みにおける識字
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　2000年の「ダカール行動のための枠組み」によって持続可能な社会を構築していくための教育

の推進が目指されるとともに、同会議においてEFAに関する継続的なモニタリングの必要性に鑑

み、UNESCOを中心とした継続したモニタリングが実施されていくこととなる。さらに、2000年

のUNESCO第33回総会で開催された「Ministerial Round Table on Education for All」において、EFA

の達成に向けてパートナーシップを強化し、UNESCOの役割と戦略を明確にする必要性について

指摘がなされた26。この指摘を受けて、UNESCOはGlobal Action Plan: improving support to countries 

in achieving the EFA Goalsをとりまとめ、国連関連の５つの国際機関［UNESCO、UNICEF、世界

銀行、UNFPA、国際連合開発計画（以下、UNDP）］の戦略と方向性を提示した27。そして、2002

年にはEFAの達成に向けたパートナーシップとコミットメントのあり方について明示した28。ここ

では、効果的なプログラムのあり方と費用支出にかかわる具体的な枠組みが示される。

　さらに2000年代以降、EFAより幅広い概念である持続可能な開発のための教育（以下、ESD）

を効果的に実施するための「EFA-ESD対話」を発表した29。当時のUNESCO教育副長官は、EFAが

「権利、エンパワーメント、及び開発を核とするより公正な社会を構築するための基盤の提供」 30

する役割を担っているが十分ではないことから、ESDの取り組みを通してEFAの活動を強化する

ことにもつながると述べられている。両者は必ずしもすべてにおいて一致しているわけではない

が、環境変動や貧困の削減等といった諸課題への対応や解決に向けては持続可能な教育の可能性

や発展性は共通して重要であるという視点に立っているといえよう。

　こうした教育のさまざまな可能性やその阻害要因へのアプローチが行われる中、2016年に持続

可能な開発目標として、より良い健康とウェルビーイングのための教育に関する新たな戦略であ

るUNESCO strategy on education for health and well-being: contributing to the Sustainable Development 

Goalsを発表した31。この背景には、2000年の「ダカール行動のための枠組み」、2015年に韓国で開

催された世界教育フォーラム（WEF2015） 32において、2030年までの教育における行動枠組みであ

る「仁川宣言」、OECDによる2018年の「教育（エデュケーション）2030」が関係する。「仁川宣

言」は、2030年までにあらゆる人々への包括的かつ公平な質の高い教育及び万人のための生涯学

習に向けた取り組みが示され、EFA等の未完のプロジェクトの達成を目指すことが示されたもの

である33。2000年の「ダカール行動のための枠組み」、2015年の「仁川宣言」、2018年の「教育（エ

デュケーション）2030」を踏まえつつ、これまでUNESCOの戦略を見直し、UNESCOと関連する

国際機関による包括的な枠組みを目指すこととなった。

　この中でUNESCOが優先して取り組む事項として、①すべての子どもと若者が、HIV教育を含

む質の高い包括的な性教育の恩恵を受けるようにすること、②すべての子どもと若者が、安全で

包括的で健康を促進する学習環境にアクセスできるようにする、ことが挙げられた34。これ以降、

UNESCOの目標の一つとして、子どもと若者の健康とウェルビーイングを促進するための支援が

行われる。具体的な取り組みとしては、まず、HIVと包括的性教育（CSE）についてである。包

括的性教育（CSE）には人権、セクシュアリティ、男女平等や健康に関する教育が含まれており、

包括的性教育（CSE）は望まない妊娠やHIVの危険から身を守ることに不可欠であるとの視点に

立ち、国連合同エイズ計画（UNAIDS）の共同スポンサーとしてプログラムに取り組んでいる。

包括的性教育（CSE）の開発と実施にあたっては、UNAIDS、UNDP、UNFPA、UN Women、WHO

と協力体制によるカリキュラム開発を行っていながら、教育と学校保健に関する機関間タスク
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チーム （IATT）においてもHIVに関する教育を行っている。また、意図していない早期の妊娠や

セクシュアリティ・プログラムとしての思春期の子どもたちへの教育に関する取り組みを行い、

これらの教育への影響を取り除こうとしている。さらに、教育に多大な影響を与える子どもの健

康やウェルビーイングをより促進する観点からFRESHの枠組みに参加し、UNESCOは包括的な教

育にかかわる内容（教育セクターの政策と戦略の枠組み、全国および地方のカリキュラム、教育

関係者への研修と支援、学校レベルでのエビデンスに基づく対応、適切な学校保健サービス、教

育部門の効果的な運営）に関わっている。

　以上のように、UNESCOはEFAの推進においては中心的な役割を果たしており、2000年以降は

EFAを達成に向けたESDとの対話、持続可能な開発目標に照らした子どもの教育と健康、ウェル

ビーイングの促進を行い、教育と健康を包括的に捉える視点にたった取り組みが顕著である。こ

うしたUNESCOの取り組みは、環境変動や不確実な社会状況の変化に機敏に対応しようとする姿

勢がうかがえ、特定分野のみならず他分野との連携が重要であるとの視座から、他の関連機関と

の協調やパートナーシップにかかわる先導的な役割を果たしている。

４　結論―「健康」「教育」をめぐるグローバル・ガバナンスの諸相―

　本研究では保健ガバナンスとしてのWHO、教育ガバナンスとしてのUNICEF、UNESCOに焦点

を当てた上で３機関が教育と健康をどのように捉え、その取り組みを行ってきたかについて考察

してきた結果、次のような点を指摘することができる。

　WHOは、保健医療にかかわるグローバル・ガバナンスとして数多くの保健医療にかかわる事業

を展開してきたが、1980年代以降のHIV罹患者の増加に伴う対応以降、その取り組みのあり方が

大きく変容する。世界的なHIV罹患者の増加に鑑み、WHO単独での取り組みのみでは限界がある

こと、対象国・地域等、関連する専門機関との連携によって対応するという多機関連携といった

視点に転換していることが特徴として挙げられる。このような流れは、健康と教育にかかわるグ

ローバル・ガバナンスの枠組みであるFRESHの創設につながり、WHOによるヘルス・プロモー

ションの推進、さらにはヘルス・プロモーション推進の前提条件として教育が必要であるとの認

識に立った健康に関する教育の実施、そしてHPSへと展開していくことになる。

　UNICEFは「子どもの最善の利益を保障する」という理念の下、その理念を反映した事業が一

貫して展開されてきたが、EFA以降は教育分野への取り組みを大きく転換することとなる。従来

まではさまざまな困難を抱える子どもの支援、栄養・健康状態の改善に重点が置かれていたが、

EFA以降はあらゆる子どもたちへの支援を社会全体で捉え、責務を果たしていくために他の関連

する国際機関との協調の姿勢をとっている。それは、子どもへの支援は一部の限られた分野のみ

ならず、社会の問題として引き取り、支援するという役割が打ち出されているといえる。

　UNESCOは基礎教育の普及がEFAの達成につながるという視点から、基礎教育を中心とした取

り組みを行っていた。しかし、2000年代以降は教育に影響を及ぼすさまざまな諸課題に対応する

こと、その改善のためには子どもの教育と健康、ウェルビーイングを促進することが重要である

との認識から、教育と健康等の他分野との包括的な教育に関する取り組みを行っている。さらに

は、EFAとESDとの対話や持続可能な開発目標を視野に入れながら、EFA達成に向けた関連する他

機関との協調ならびにパートナーシップの構築に尽力してきた。このようなUNESCOの姿勢は、
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EFAの推進当初より他の国際機関との連携によるプログラムの実施とその開発をリードする中心

的な役割を果たしてきたことにも裏付けられているといえる。

　３機関による「健康」と「学校教育」の取り組みをみると、WHOは保健医療への対応には他機

関が必要であるという視点を持ちながら、その守備範囲を拡大するように健康に関する教育とし

て教育分野へ接近しつつあり、UNICEFやUNESCOは国連の関連機関としての役割から子ども、

そして教育を主とした取り組みが行われていることが窺える。加えて、UNICEFは募金等を中心

とした独自財源による機関運営を行っており、財政的にも一定程度の自律性を有する機関である

一方、UNESCOは教育の多様性の観点から加盟国の事業支援を推進することが役割とされてい

る。

　３機関の取り組みはそれぞれの位置付けや理念の下での役割を基本としながらも、EFA以降は

「教育」と「健康」の両領域に対して機関を超えた協調や連携といった取り組みへとシフトしよ

うとしており、その点は着目すべき動向である。ただし、３機関のFRESHへの参画やその状況は

異なっており、「健康」と「教育」を包括的に捉えるグローバル・ガバナンスのあり方にも影響

を及ぼしているといえよう。WHOはFRESHをはじめとして他機関との連携を新たなガバナンスと

して構築しようとしているものの、FRESHの評価枠組みは十分ではなく、FRESHによる取り組み

が効果的に展開されているか否かを測る指標は確立されていない。また、UNICEFやUNESCOは

国連機関としての役割による多機関連携の視点から「教育」と「健康」、ウェルビーイングにア

プローチしてはいるものの、FRESHの下でどのように連携し、その取り組みを実施しているのか

は不明確な部分が散見される。

　このように、WHOによってFRESHの枠組みが提示されてはいるが、FRESHの理念を現実的な

目標を達成するためのグローバル・ガバナンスとして機能しているとは言い難い。WHO、UNICEF、

UNESCOの３機関による「健康」と「教育」のFRESHを通した関係性は、グローバル・ガバナン

スにおける国際機関間の連携およびパートナーシップの現実を露わにしている。グローバル・ガ

バナンスという大きな枠組みにおいて「健康」と「教育」をいかにして捉えるかが改めて問われ

ている中、「健康」と「教育」を一体的に捉えるグローバル・ガバナンスの形成は未だ発展途上

にあるといえる。加えて、健康に関する重要な権利である「健康権」がWHO憲章に示されてはい

るものの、「到達可能な最高水準の健康に関する権利」である「健康権」は何を指すのか、その

定義や概念も時代によって変容している。こうした「健康権」のゆらぎは、グローバル・ガバナ

ンスとして健康を主導するWHOの危うさも窺える。

　1990年代以降、EFAの推進によって多様な機関や組織による連携が行われる中、本研究におい

てみられたグローバル・ガバナンスの現実は各グローバル・ガバナンス、そしてナショナル・ガ

バナンスの政策形成や実施等にどのように影響をもたらすか、より詳細な検討が必要となる。
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　　The purpose of this paper, a part of the study of teacher evaluation system in Mongolia, is to 
clarify the actual conditions of the beginning and development of the system through analyzing the 
decisions which was announced by the minister of education and science, to make clear differences 
between those decisions, and to consider the characteristics, significances and problems of them.
　　The decision of 2007 was temporarily announced, but teacher’ s duties, workload, the length of 
work time and a concept of work unit were first described clearly, and were succeeded to the 
following decisions. Furthermore, the following dual system of teacher evaluation was also 
succeeded. That is to say, the system in which an assistant principal evaluates concerning teaching 
activities, and the system in which a committee appointed by a principal evaluates concerning other 
activities. This means that the decision of 2007 has played a leading role of the following decisions.
　　The decision of 2009 has taken over the fundamental framework of the decision of 2007, and it 
has been more detailed and reached a high degree of perfection in the categories, methods, procedures 
and practical use of results of evaluation. Especially in the practical use of results of evaluation, not 

西日本教育行政学会  教育行政学研究第４４号　２０２３

《研究論文》

モンゴル国における教員評価制度の成立と展開

―「2007年決定」から「2013年決定」まで ―

福山平成大学　古　賀　一　博

モンゴル国立教育大学　LKHAGVA Ariunjargal
福山平成大学　黒　木　貴　人

JICA・プロジェクトアシスタント　BAT-ERDENE Dagiimaa

ABSTRACT

The Beginning and Development of Teacher Evaluation System in Mongolia
― From“The Decision of 2007”to“The Decision of 2013”―

Kazuhiro KOGA
Fukuyama Heisei University

LKHAGVA Ariunjargal
Mongolian National University of Education

Takahito KUROKI
Fukuyama Heisei University

BAT-ERDENE Dagiimaa
Japan International Cooperation Agency Project Assistant



１　研究の目的と意義

　本研究は、モンゴル国教員評価制度研究の一環として、同国政府教育（文化）科学大臣1の発出

した明文化規程（「決定2」）上にみる同国教員評価制度の成立から展開の具体的変遷を明らかに

し、それら一連の関連「決定」間における異同を解明するとともに、それら「決定」の変遷の特

徴と意義さらには残された課題を考察することを主たる目的としている。加えて本研究は、日本

や中国等、東アジア地域における教員評価制度の比較研究の一端を担うものであり、各国の教員

評価制度が内包する諸課題に対する有効的な改善方策の開発を目指す上での基礎的研究として行

われるものである。

　モンゴル国における今日的な教員評価制度は、管見する限り、モンゴル国教育文化科学大臣の

発出した「2007年11月８日416号決定」以前には、単独形態としては確認できない。ただし、先行

研究では、2002年成立の「公的部門経営財政法」において、教員評価が始まったことを指摘して

いる3。確かに、この点に留意すれば、教員評価制度は、萌芽的には2002年にまで遡ることが可能

である。しかしながら、同法は、あくまで公務員全般を対象とし、かつその一部として教員も包

摂される形で定められており、教員評価制度自体に特化した単独規定として定められたものでは

ない。加えて、同法の目的は「公共機関の行政・財政部門の責任、利益を高めることであり、す

べての公共部門において、業績契約を作成し、年末にそれが査定され、目標に示した成果を見せ

ていれば次の年度の予算を採決してもらう」ことにあり、2007年の「決定」以降に見られるよう

な教員自身の目標設定に基づく評価（自己評価）の要素は極めて薄いものであった4。それゆえ、

本稿では「2007年11月８日416号決定」をもって、モンゴル国における同制度の正式成立と捉えた

い。その後関連規程は、幾度かの廃止と再度の大臣「決定」の発出を繰り返して、現在（2022年）

に至っている。なお、本稿は、あくまで今日的な教員評価制度が、明文化規程上、確認できたも

のに限定して論究するものであり、紙幅の都合上、「2013年決定」までの変遷過程を取り扱い、

「同決定」以降の変遷については、別稿を予定している。

　ところで、今日的な教員評価制度に関連する先行研究として、前述の先行研究、ボロルマ・ト
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only financial reward, but personnel affairs and in-service training are prescribed, the decision of 
2009 has an outstanding point in several respects compared to the 2007 decision.
　　However, the following decision, the decision of 2013, was suddenly reduced to a simple form. 
And it was provided that aims of teacher evaluation was to develop talent and ability of individual 
students, to prepare affectionate circumstances, and to promote creative activities. Certainly, this 
educational idea is excellent, and it is also very significant that not only evaluation by a committee, 
but self-evaluation by a teacher is adopted in the evaluation system. However, on the other hand, the 
standards of evaluation is not concrete, and specific procedures of evaluation is also unclear because 
this decision was simplified. Accordingly, it is doubtful that objective and persuasive evaluation was 
actually carried out. In the other words, the possibility of evaluation favorable to teachers cannot be 
swept away.
　　Seen as a whole, the teacher evaluation system in Mongolia mainly has emphasized financial 
reward. This point is the biggest characteristic found in the Mongolian teacher evaluation system.



ルバトの複数の論稿5が挙げられる。これらの論稿の中には、モンゴルの教員制度全般にわたる解

説を中心としたものもあり、モンゴルの教員の現状を理解する上で大いに参考となる。とりわけ、

教員の評価及び給与に関する論述の中で、後述する「2009年決定」の内容についても触れており、

大変興味深い。しかしながら、いずれにせよ、これらの論稿は、本稿の射程範囲である教員評価

制度自体の成立と展開、すなわちその変遷に焦点化して、関連規程（決定）の詳細な洗い出しと

分析を通し、特徴と意義さらには課題を考察している訳ではない。その意味で、本稿は当該分野

において新たな学術的な知見を提示できるものと考えている。

　なお、分析の対象とした明文化規程の翻訳については【資料】という形で随時掲載しているた

め、参照されたい。

２　モンゴル国教育文化科学大臣2007年11月８日416号決定

　前述のように、モンゴル国において今日的な教員評価制度が明文化規程上で初めて確認された

のが本「決定」であり、本稿では、以下「2007年決定」と呼称する。

　「2007年決定」においては、教育文化科学大臣、社会福祉労働大臣、財務大臣共同の2007年８月

31日「幼稚園、普通教育学校6教員の最低職務時間、及び給与受給基準」307/91/237号決定を実施

するため、次のような内容がエンフトヴシン（Enkhtuvshin）教育文化科学大臣より発出されてい

た（【資料１】）。
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【資料１】　モンゴル国教育文化科学大臣2007年11月８日416号決定

１.  「普通教育学校教員の職務内容を定め、評価する臨時的基準」を以下の添付通り決定すること。

２．　「普通教育学校教員評価、給与受給臨時基準/方法」を2007－2008学年度に全ての普通教育学校で試行するとともに、

2008年７月までにその結果と関連改正の是非を普通教育学校の教頭がアイマグ、都市部の教育文化所7に提出する。その結

果を収集、修正しアイマグ、都市部の教育文化所長が教育文化科学省に報告すること。

３． 本命令の実施を監査し、必要な場合、2008年８月に追加継続的な基準の制定を教育文化科学省初等中等教育部門のバト

ボルド（G.Batbold）に行わせること。

【資料２】　普通教育学校教員の職務内容を定め、評価する臨時的基準

１． 普通教育学校教員（以下、教員とする）の評価及び給与の受給は、本基準を遵守する。

２． 学校は、本基準に基づき教員評価の詳細な基準を作成し遵守する。

３． 教員は、労働法に定められた週間勤務時間通りに勤務し、初等中等教育スタンダードの実施とその他の職務に関する職

務規定に示された義務を履行する。

４． 教員の基本職務とそれに関連付随する職務は、職務規定によって定められ、本基準に基づき評価される。

５． 教員は週34時間に相当する初等中等教育スタンダードの実施、職務契約によって決められた週６時間に相当するその他

の職務を履行する。

　さらに、同「決定」には、以下の24項目からなる添付文書（「普通教育学校教員の職務内容を

定め、評価する臨時的基準」）が添えられており、これがモンゴル国における教員評価制度の具

体的内容を初めて明記したものであった（【資料２】）。この添付文書（「臨時的基準」）には、さ

らに以下のような具体的な事例も添えられており、学校現場における理解促進の工夫もなされて

いる（【資料３】）。
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６． 初等中等教育スタンダードの実施に要される

34時間の内、10時間をカリキュラムの準備、19

時間を授業、５時間をカリキュラムの改善に使

用する。

７． 初等中等教育スタンダードを実施する教員を

評価する際、初等中等教育の質保証を定めた教

育スタンダードの基準を満たす学習単位職務で

はかる。学習単位職務はカリキュラム上の平均

５時間を１単位職務として算出する。

８．　単位職務数は、教員が作成し実施する授業の

カリキュラムの数を確定する根拠となる。

９． 教員が一学年度に遂行する職務量は、普通教

育学校の学年度構成に定められた週数及び一週間に職務する合計時間の積算で定義される。

10.  教員は年間授業計画に示された授業週の数に34時間を積算した合計に相当する教育スタンダードを履行する。

11.  学年度の休みの週に教員は授業以外の職務を履行する。

12.  教育スタンダードを履行した教員の職務は、職務規定に示されたカリキュラムの準備・作成、それらに沿った授業及び

その結果で評価するとともに、カリキュラム改善のための職務に使用した時間と質（レベル）で評価する。

13.  初等中等教育スタンダードを実施する職務量は、学年度開始時、教員が一週間に教える19時間の最低職務時間をベース

に単位職務数、カリキュラム準備・作成、授業の実施、授業を改善するのに要した時間の割合を勘案した上で、学期ごと

に評価する。また、授業を実施した時間を毎月評価する。

14.  初等中等教育スタンダードを実施する質（レベル）を「十分良い」、「十分」、「不十分」という基準で、学期ごとに評価

する。

15.  初等中等教育スタンダードを実施する職務の質は、以下の観点で評価する。

15.1　単位授業のカリキュラム作成のレベル

Ａ．学習者の年齢、精神的特徴、ニーズ、関心を正しく把握している。

Ｂ．各教育段階の教育スタンダードに示された能力、学習者の検査結果（学力状況の）に適合したカリキュラムの目標、

目的を明確化している。

Ｃ．各分野の教育スタンダードの基準を満たし、学年段階との関連性を明確化している。

Ｄ．学習者が新しい知識や能力、社会性を身につけるのに相応しい授業を実施するために、創造的なカリキュラムの実施

方法を効果的に選んでいる。

Ｅ．カリキュラムの実施の結果として学習者の学習成長を評価した上で、各分野の教育スタンダード及びカリキュラムの

目的を現実的に評価できるようなテストを作成し、かつテストの実施を計画している。

15.2　作成したカリキュラムに沿った授業の実施、カリキュラムの改善

　Ａ．学級ごとの特徴を把握しているか。

　Ｂ．カリキュラムの構成要素（関心、ニーズ、目的、目標、内容、方法、評価）を大きく変えたところはないか

　Ｃ．授業モデル、タイプ、デザイン等の改善の程度

　Ｄ．時間割通りにカリキュラムが実施できる環境の有無

15.3　カリキュラムの実施に必要な学習教材の準備・作成、学習環境づくり

　Ａ．カリキュラムの内容、方法、評価等の実施方法の適切性

　Ｂ．平等性、学習者の経済的負担の有無

　Ｃ．心理、衛生、安全面での環境整備

表２－１＊

過不足職務単位遂行した職務契約に示された単位職務

質時間質時間質時間

・科目名：７年制数学　・カリキュラム上時間：140時間　・単位職務数：28

カリキュラムの準備・作成

授業の実施

カリキュラムの改善

・科目名：７年制情報技術　・カリキュラム上時間：35時間　・単位職務数：7

カリキュラムの準備・作成

授業の実施

カリキュラムの改善

・科目名：７年制英語　・カリキュラム上時間：88時間　・単位職務数：18

カリキュラムの準備・作成

授業の実施

カリキュラムの改善

合計

カリキュラムの準備・作成

授業の実施

カリキュラムの改善

＊表にタイトルは付されていないが、内容上から判断して、評価モデル例の例示である。
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15.4　学習者の成長、態度行動の変容

　　Ａ．学業成績の変化

　　Ｂ．態度行動の変容

16.  初等中等教育スタンダード実施の結果を教頭が評価し、教科会議
8
で確定する。評価の際は、教員と校長が結んだ職務契

約、職務規定に示された基本職務の基準、学習者の成績の向上を根拠にする。

17.  教員の基本職務以外の職務実施に関しては、

職務規定で示された学習活動の支援、自身の職

能成長、国民及び基本職務である学習者（児童

生徒）への働きかけの内容、量、質で評価する。

18.  教員のその他の職務量に要した時間、質を

「十分良い」、「十分」、「不十分」という基準で

判定し、学期ごとに評価する。

19.  その他の職務の実施は、校長によって選出構

成された校内委員が評価し、全校教員会議
9
で協議する。校内委員は、評価の際、教員と校長とが結んだ職務契約、職務規

定上の基本活動の基準、実施の質、効果を評価する。

20.  初等中等教育スタンダードの実施及びその他の職務実施の評価の際、教員による自己評価
10
に配慮する。

21.  初等中等教育スタンダードの実施に関する賃金とその他の賃金とは別々に計算しない。

22.  教員の月給は、初等中等教育スタンダードの実施に関する賃金及びその他の賃金、さらには公務員職級、給与俸によっ

て決められる職位の基本給、関連する諸決定・規則によって提供される付加額の合計によって決定される。

23.  関連する法律、規則によって計算される残業代は月毎に給付される。

24.  教頭及び教員のその他の職務を評価する校内委員の評価に基づき、必要な場合、校長はその被評価教員の給与を変更す

ることができる。

【資料３】　臨時（評価）の基準/方法

　例えば：都市部のある学校の数学教員Ａは、2007年－2008学年度に６年制の４つのクラスに数学と情報技術を教えるとす

る。その場合、教員Ａの当該学年度の職務時間割は以下のようになる。

　補足解説：教員は当該学年度の教育スタンダード実施に、合計1190＋35＝1225時間、その他の職務に210時間、合計1435時

間を要する。本事例の場合、教員は教育スタンダードの実施に最低職務時間を35時間以上超過して授業している。ただし、

本残業18＋９＝27時間分には残業賃金を与えない。理由は、27時間分に関しては、本来の職務時間中に含まれるべき時間で

あり、教員は当学年度に210時間をその他の職務に使用しなければならないからである。

表２－２＊

国民、学習者への働きかけ自身の職能成長学習活動の支援
№

質量内容質量内容質量内容

契約に示された職務1

1.1.

1.2.

付加的または軽減的職務2

2.1.

2.2.

＊表にタイトルは付されていないが、内容上から判断して、評価表の例示である。

表２－３　計画基本データ（最低義務時間）

６年制数学、４クラス科目名

1
140時間カリキュラム上の時間

28学習単位職務数

140×4＝560時間合計授業時間数

情報技術、４クラス科目名

2
35時間カリキュラム上の時間

7学習単位職務数

35×4＝140時間合計授業時間数

35週間

10時間/週

19時間/週

5時間/週

6時間/週

授業期間

カリキュラムの準備・作成

授業時数

カリキュラムの改善

その他の職務時間

表２－４　教員職務時間割　一般的モデルの例（実際の事例）

残業最低職務時間想定時間の合
計情報技術数学

№
週時間週時間週時間週時間週時間

1.8

18

35

350

36.8

350

7.4

74

29.4

294カリキュラムの準備・
作成1

35665

700
(合計組
140 カリ
キ ュ ラ
ム：35単
位職務）

140
(合計組
28 カ リ
キ ュ ラ
ム：7単
位職務）

560
(合計組
112 カリ
キ ュ ラ
ム：28単
位職務）

授業時間数2

917517537147カリキュラムの改善3

62119012252511001教育スタンダード実
施の合計時間4

210その他の職務5

1400合計



　以上のような「2007年決定」の内容から、次のような諸点が指摘できる。

　まず、本「決定」は、その文面からも明らかなように、提示されている教員評価の基準は「臨

時的基準」であり、あくまで実施される教員評価が「試行」であるとされている。そのため、必

要な場合は、担当官へ追加の基準制定も指示しているが、入手した資料からはその後追加基準が

出された形跡はない。

　次に、本「決定」で注目されるのは、その後の「決定」にも引き継がれていく「教員の職務」

に関する基本的な考え方が明示された点である。具体には、教員の職務を「初等中等教育スタン

ダード」の実施、すなわち「国家的基準に基づいた教育課程の教授」と位置付けると共に、それ

にとどまらず「その他の職務」も教員の職務としている点である。さらに、教育スタンダードの

実施義務として週34時間、その他の職務義務として週６時間という具体的な勤務時間を提示して

いる点もその後の基準とも共通している。また、スタンダード実施の34時間の内訳として、カリ

キュラムの準備に10時間、授業に19時間、カリキュラムの改善に５時間を充てるように指示して

いる点や、カリキュラム上の平均５時間を１単位職務という概念を用いて教員の職務量を測定し

ている点も後述するその後の「決定」上の評価方法に継承されており、注目される点であろう。
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　カリキュラムに示されているすべての時間は５（５日）で均等に割れないため、単位職務を確定する際、偶数であるよう

に単位授業カリキュラムを作成した方が望ましい。上記の計画例ではカリキュラム上140時間と35時間が想定され、5で割れ

るケースを示している。ただし、数学の場合、100/5＝20単位職務、40/8＝５単位職務とし、合計28ではなく25単位職務で計

画することもできる。

　方式１：教員の残業代を計算する方法

　教育文化科学大臣、社会福祉労働大臣、財務大臣共同2007年307/91/237号決定「幼稚園、普通教育学校教員の最低職務時

間、及び給与受給基準」の24決定に挙げられている通りに、教員の残業代は学校の給与予算内に含み、以下のように計算し

給付する。

（基本給/Ｎ×8時間）×1.5（それ以上）×ｎ

（Ｎは月勤務日数、ｎは残業時間数）

ａ（基本給/184）×1.80×ｎ（Ｎ＝23）

ｂ（基本給/168）×1.64×ｎ（Ｎ＝21）等

表２－５　教員の第１学期職務時間割計画案

第　１　学　期学　期

1110987654321週

1679988891088カリキュラムを計画準備する学
習
活
動

1919191919191910191919授業を行う

58454545444カリキュラムを評価し、改善する

32222221222担当クラスの学級経営

そ
の
他
の
職
務

844プレゼンテーションの準備

35学校祭の準備

24333両親と面談する

学習者の各種コンクールを開催する

2333書類の作成・記録

6研修に参加する

44学校全体の生徒指導当番（当番教員）

22121学校管理職から任された職務を実行する

教員の各種コンクールに参加する

31その他

4040404040404040404040想定される合計時間



　教員個々のスタンダード実施のための職務量は学期ごとに、また授業を実施した時間は月ごと

に評価されるだけではなく、スタンダード実施の「質」も「十分良い」「十分」「不十分」の３段

階で学期ごとに評価されることになっている。しかも、職務の質を評価する際の観点も項目15に

おいてかなり詳細に明示されており、単に勤務時間量だけではなく、その質も評価対象としよう

としている点は意義深い。

　さらに、項目16において、教育スタンダードの実施結果、すなわち教員の教授活動に関する評

価を教頭がおこなっている点、そしてその評価に際して教科会の場で確定している点は、大いに

注目される。そもそもモンゴル国の普通教育学校では、校長はいわば学校の経営的側面を主に担

当し、学校予算の獲得や教職員の確保にその職責を担っている場合が多い。そのため、最終的に

は学校を代表する人物として個々の教員評価の結果についても校長が額面上その責を負うもの

の、実質的な評価行為においては教頭が主たる役割を担っており、いわば校長は評価結果の追認

がほとんどである11。日本の学校運営とは大きく異なる点であろう。それゆえ、本「決定」にお

いても、教頭が評価を行うことが明示されていると考えられる。ただ、教頭が評価を担うとして

も、その確定を教科会の場で行うことを明示している点は、教頭の評価が独断的あるいは恣意的

になることを抑制するための有効な仕組みと考えられ、この点は高く評価できよう。

　教員の基本職務以外のその他の職務に関しては、具体に「学習活動への支援」「自身の職能成長」

「国民及び児童生徒への働きかけ」とされ、ここには表３に示されているような「担当クラスの

学級経営」や「両親と面談する」ことなどが含まれる。これらもその量と質の２側面から「十分

良い」「十分」「不十分」の３段階で学期ごとに評価されることになっている。その他の職務内容

の具体的事例のいくつかは、添付文書の後半に示されたモデル例に上がっており、イメージしや

すい。また、その他の職務として示されている三つの領域はその後の「決定」においてもほぼ同

じ内容が規定されており、その後の評価領域に大差はない。ただ、その他の職務に関しては、校

長が選出した校内委員が評価を担当し、全校教員会議で協議することになっており、教頭が担当

する評価（直接的な教授活動に関する評価）とは異なっている点は大いに特徴的である。さらに、

スタンダードの実施及びその他職務の実施をめぐる評価の際、教員の自己評価に配慮することが

明示されている点も注目されるものの、残念ながらどの程度の配慮がなされるのか、また校内委

員が具体的にいかなるメンバーで構成されるのかは規定上からは不明である。

　最後に教員へ支払われる賃金について、その基本的な枠組みが明示されるとともに、残業代は

毎月支払われ、かつその具体的な計算式まで添付文書の後段に示されている。さらに、教頭の評

価結果と校内委員の評価結果に基づき、必要な場合は、教員給与の変更も可能であるとしている。

　総じて、この「2007年決定」における教員評価の主たる狙いは、国家的基準である初等中等教

育スタンダードを個々の教員に的確に履行させることを通した「学校教育の水準向上」というよ

りも、合理的な教員評価システムを通した教員給与制度の確立にあったと考えられる。無論、結

果として、本制度が学校教育の水準向上に寄与することは十分にあるであろうが、あくまで、本

「決定」全体の俯瞰からは合理的な教員評価を教員給与へ反映させようとすることを重視する傾

向が看取される。
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３　モンゴル国教育文化科学大臣2009年11月13日482号決定

　上述の「2007年決定」は、その後、2009年11月に本節で取り上げる「モンゴル国教育文化科学

大臣2009年11月13日482号決定」（以下、「2009年決定」という）の発出で廃止される。では、この

「2009年決定」ではどのような規定がなされていたのか。その内容を概観し、「2007年決定」との

比較検討を行う。

　「2009年決定」は、ヨ・オトゴンバヤル（Yo.Otgonbayr）教育文化科学大臣の発令により、【資

料４】のように記されていた。さらに、本「決定」は先の「2007年決定」と同様に、以下の添付

文書（「普通教育学校教員評価規則」）が添えられており、これによって本決定の具体的内容が規

定されていた（【資料５】）。
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【資料４】　（教員評価の－筆者挿入）基準「方式、方法」決定について

　教育文化科学大臣、社会福祉労働大臣、財務大臣共同2007年８月31日307/91/237号決定「幼稚園、普通教育学校教員の最

低職務時間、及び給与受給基準」第14指定、モンゴル国家公務員会2007年８月13日48号決定第１添付で決定した「国家公務

員業績契約の締結指示」第３指定、第２添付で決定した「国家公務員の業績結果、専門レベル（業績契約）評価規則」6、

13、4.3指定に基づき、以下を命令する：

１． 「普通教育学校教員の評価規則」を添付通りに決定すること。

２． 各校長は、「普通教育学校教員評価規則」を2010年１月１日からすべての普通教育学校において実施すること。

３． 普通教育学校の校長・教頭以外の専門職員（教員）については職務規定、それ以外の職員については労働契約に基づき、

各校長は本規則に従い彼らの職務を計画・評価する方法を作成・実施すること。

４． 本決定の実施を監査し、支援することを普通教育部門のデ・エルデネチメグ（D.Erdenechimeg）、情報審査―分析評価部

門のエル・バトエルデネ（R.Bat-Erdene）、及びアイマグ、都市部教育文化所長が行うこと。

５． 本命令の発布によって「臨時（評価）基準/方法の決定」教育文化科学大臣2007年416号は無効とする。

【資料５】普通教育学校教員評価規則

一　一般原則

1.1. 普通教育学校教員（以下、教員とする）の職務を計画、評価、判断する際、本基準を遵守する。

1.2. 教員の基本職務は、普通教育学校職務規定に示されている活動によって定義される。

1.3. 教員は、基本職務以外に付加的活動を行うことが可能である。

1.4. 教員の職務を計画し、評価する際、国家公務員会
12
「төрийн албаны зөвлөл」2007年48号決定「国

家公務員業績契約締結の指示」、「国家公務員職務業績・専門レベル（業績契約上の成果）」評価規則に基づき、教育分野及

び学校の特徴を判断する。

1.5. 校長は、教員と業績契約を結び、その業績を最終的に評価、認定する。

1.6. 校長は本方針「方法・基準」に示されている教員業績契約を策定し、その業績評価権限を教頭に文書にて委任する。た

だし、この行為は免責の根拠とはならない。

1.7. 教員の職務を年間/通年で計画し、職務の過程、業績を学期ごとに評価し、学年度末に最終評定する。また、授業を行っ

た時間の実績を毎月評価する。

1.8. 本規則に示された用語は以下の意味で使用されている。

1.8.1. 教員の「基本職務」とは、教員職務規定に示された職務、サービスのことである。

1.8.2. 教員の基本職務は、「教育スタンダードの実施」と「その他」から構成される。「教育スタンダードの実施」にはカリ

キュラムの準備・作成、授業の実施、カリキュラムを評価・改善すること、が含まれる。「その他」には、学習活動の支

援、保護者、国民、社会との協働及び自己啓発等が含まれる。
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1.8.3. 教員の「付加的活動」とは、職務規定に示されていない職務、サービスのことである。

1.8.4. 教員の付加的活動は、「校内職務」と「付加職務」という２つの領域から構成される。「校内職務」とは、職務規定に

直接関係しないが、学校活動計画に示されたものを指し、必ずしも各教員の義務ではない。また、「付加職務」とは、職務

規定に直接関係しないが、政府決定によって定められたものを指す。これも、各教員へ義務化されたものではない職務、

サービスが含まれる。

二　教員の職務の策定

2.1. 教員は、職務規定及び学校の長期計画、当学年度の活動計画を基に、年度内に実施する職務を策定し、校長と結ぶ教員

業績契約によって当該職務が認定される。教員の年度計画は業績契約の不可欠な一部である。

2.2. 教員業績契約の締結準備と実施は、国家公務員会「төрийн албаны зөвлөл」2007 年48号決定「公務

員業績契約の締結指示」の「業績契約締結」という第二項に従って行われる。

2.3. 教員業績契約は、本方法添付１に示されている指示通り、文書化し、確認される。

2.4. 教員は、労働法に定められた時間通りに勤務し、週34時間

に相当する「初等中等教育スタンダードを実施する職務」、６

時間に相当する「その他の職務」を実施するよう職務内容を

計画する。

2.5. 初等中等教育スタンダード実施職務（以下、スタンダード

実施職務）に活用する週34時間の内、10時間をカリキュラム

準備・作成に、19時間を授業実施に、5時間をカリキュラム改

善に割り振られるように計画する。

2.6. 教員のスタンダード実施職務は、「学習単位職務」で計算

され、計画される。

2.7. 「学習単位職務」の内容と量は、初等中等教育スタンダー

ド以上の当該コースの授業単位及びカリキュラムの内容に

よって定められる。

2.8. 授業の単位職務量は、普通教育学校カリキュラムの５時間

を平均として計算し作成される。

2.9. 教員の当該学年度のスタンダードを実行する職務量は、普

通教育学校学年度構成に示された週に34時間を積算して定め

られる。

2.10. 教員の当学年度に実施するその他の職務は、普通教育学

校学年度構成に示された週に６時間を積算して定められる。

2.11. 教員が当該学年度に実行する校内職務と付加職務は、そ

の業績契約によって確定される。

2.12. 学年度内の休みの週に教員は授業以外の職務を履行す

る。

2.13. 教員はスタンダード実施のための職務を教科会すなわち

チームで協力して計画できる。

三　教員の職務評価の内容と方法

3.1.  教員の活動結果は、業績契約に示されている職務内容、職

務従事の期間、職務の量と質のレベルで評価する。

3.2. 教員の業績契約上の業績評価は、第２添付で示されている

モデルに従い書面にて認定する。

表３－１　

％点数基準項目

68683.6.1. スタンダード実施職務基準と合計点数

3.6.1.1. 単位授業のカリキュラム作成

「公立幼稚園、
普通教育学校
の教員、その他
の職員の業績
に係る現金賞
与授与に関す
る規則」政府
2008年54号 令
で決定した規
則通りに教員
職務業績を学
期ごとに評価
し た 点 数 を
1.134という比
重で積算し、本
基準に直接利
用すること。

ａ．当学年の学習者の身体、知能（意識）、心理、社会性発展の
特徴、学習者の関心、ニーズ、予備知識を把握している程度

ｂ．学年ごとのカリキュラムの関連性、スタンダードに示され
ている中核的能力を学習の明確かつ詳細な目的とした程度

ｃ．学年ごとのカリキュラムの関連性を充実させ、計画した期
間内に予定した目的が達成できる学習内容を選択した程度

ｄ．選択した内容を効果的に教えるため、より的確な教授方法
を使う、学習活動ごとに配慮し、的確に選択した創造的な教
授法を活用する。

ｅ．教育評価スタンダードを実施するとともに、学習目的を実
際に測定し、学習成果を正確に把握するために全ての生徒に
適切な宿題を平等に提供している。

ｆ．学習者の学習成果を測定し、学習活動の効果の変容を把握
する方法を有している程度

3.6.1.2. カリキュラム実施、改善

ａ．教育課程及びその実施結果を調査した程度

Ｂ．授業検討会に参加した数と貢献度

ｃ．授業後、カリキュラム構成上重要素である必要性、目標、
内容、方法、教材、評価を改善するために行った変化の程度

ｄ．授業モデル、種類、デザイン、計画上の変化の程度

3.6.1.3. 学習教材作成、利用、学習環境、心理的環境整備

ａ． 選択した内容、方法、評価に対応した学習教材の準備のた
めの方法、技術、教材の種類、供給の程度

ｂ．学習教材を定期的、効果的、丁寧に活用した程度

ｃ． 学習にIT技術を利用した程度

ｄ．学習教材の心理面、ジェンダー面、衛生面、安全性が整備
されている程度

3.6.1.4. 学習者の態度行動

ａ． 学習者の学習効果の変容の程度

ｂ． 学習者の身体的、知的、心理的、社会的発展上の変容の程
度

ｃ．学習者の学習効果、成長、態度変容を根拠にした活動

320-323.6.2. その他の職務の評価基準と合計点数

37.50-123.6.2.1. 学習に対する支援

0-4
ａ．学校、教室の環境を快適に保持するとともに、学習者及び
教職員の健康及び心理面に適合し、学習活動と態度変容の基
準を満たし、生徒、教職員、保護者に心理的圧迫のない状態

0-4ｂ． 課外活動を効果的に計画し、実施した程度、学習者、父親、
母親の満足度

0-4ｃ．教育活動に関連する書類作成の実施程度

250-83.6.2.2. 市民性、社会的協力

0-4ａ． 公務、教育法その他の関連法令等の知識、及びその活用能
力

0-4ｂ． 保護者や社会と協同した活動への貢献度

37.50-123.6.2.3. 教員の職能開発

0-4ａ．研究能力を身に付けている様子、利用できる能力

0-4ｂ．外国語で情報を利用し、コミュニケーションする能力

0-4ｃ． IT技術を利用する能力、情報発信能力
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3.3. 教員基本職務と付加的活動の最高点数はそれぞれ100点ある。

3.4. 「スタンダード実施職務」は、業績契約に示された単位授業カリキュラムの平

均点数で評価する。単位授業ごとに割り当てられる最高点数は68点である。

3.5. 「その他の職務」、「校内職務」、「付加職務」は、業績契約に示されている職務

に配慮しつつ、その職務の（学期ごとの）平均点数で各々評価する。職務ごとに

割り当てられる最高点数は「その他の職務32点」、「校内職務40点」、「付加職務60点」

である。

3.6. 教員の職務は、教育の質の妥当性を考慮した上で、その教員の能力を以下の基

準で点数評価する（表３－１）。

3.7. 教員の「校内職務」と「付加職務」の業績能力を以下の基準で点数評価する

（表３－２）。

3.8. 教員の基本職務及び付加職務は、業績契約上の各々の

業績結果を加算した合計点数を根拠に以下のように評

価する。

3.8.1.  90-100点数を取得した場合「Ａ」―「とても良い」

3.8.2.  80-89点数を取得した場合「Ｂ」―「良い」

3.8.3. 70-79点数を取得した場合「Ｃ」―「十分」

3.8.4. 60-69点数を取得した場合「Ｄ」―「やや不十分」

3.8.5. 0-59点数を取得した場合「Ｅ」―「不十分」

3.9. 教育スタンダードに関する職務業績は、教頭が評価

し、上述の評価結果「とても良い」、「良い」、「十分」、

「やや不十分」、「不十分」の根拠を簡潔に記す。

3.10. その他の職務と付加的活動の業績は、校長の命令に

よって設置された「ソーシャルワーカー、教科会、教員、

その他の職員代表によって構成される５名以上のチー

ム」が評価し、上述の評価結果「とても良い」、「良い」、

「十分」、「やや不十分」、「不十分」の根拠を簡潔に記す。

3.11.  当該チームは２学期期間分を評価した後、メンバー

の40％以上を変更しなければならない。

3.12. 教員は、自身の職務業績を改善する目的で、校長が

責任を負うべき職務の遂行すなわち教員への支援に関

して、「良い」「普通」「弱い」の評価のいずれかで評価

し、その根拠を簡潔に記す。

3.13. 教員は、現在の職務の満足度を「普通以上」、「普

通」、「普通以下」という評価のいずれかで評価し、その

根拠を簡潔に記す。

四　教員の職務評価の手順と評価結果の活用

4.1. 教頭が評価した「教育スタンダード実施に関する職務

業績評価」を教科会の会議で協議し、評価する。

4.2. 当該チームが評価した「付加的活動に関する業績評価」を全学校教員会議で協議し、評価する。

4.3. 教員の基本職務と付加的活動を評価する際、教員の自己評価に配慮する。

表３－２　

％点数基準項目

400-403.7.1. 校内職務能力を評価する基
準、合計点数

0-10ａ．学校行事遂行能力

0-10ｂ．自律的活動能力

0-10ｃ．責任遂行能力

0-10ｄ．対人コミュニケーション能力

600-603.7.2. 付加職務能力を評価する基
準、合計点数

0-10ａ．保護者、寮母、他の教職員と
の協調性

0-10ｂ．他者への好影響を与える能力

0-10ｃ．問題解決能力

0-10ｄ．チームで働き学習する能力

0-10ｅ．創造的アイデアを提案する能
力

0-10ｆ．的確かつ道徳的な判断能力

表３－３　

評価結果に基づき実施する措置評価結果

付加的な職務業績基本職務業績

・付加的職務の賃金給付
・能力給増額を適切に給付する
・政府中央機関及び専門分野の賞
に指名・推薦する
・本人のニーズ、関心に基づいて
特別コースに参加させる等

・機関内で昇進させる
・給与等級を特別昇級させて、給与増
額する
・学期現金賞与を最高レベルで給付す
る
・能力給増額を適切に給付する
・政府中央機関及び専門分野の賞に指
名・推薦する
・期間及び基準を満たした場合、当該
資格を保持または上位資格に推薦す
る
・学位の向上を目指した学習を支援す
る
・昇進させる
・本人のニーズ、関心に基づいて特別
コースに参加させる
・校長の依頼によって付加的職務に従
事させる等

「Ａ」：
「とても良
　い」

・付加的職務の賃金給付
・能力給増額を適切に給付する
・現金及びその他の手当を給付す
る
・専門分野及び地方レベルの賞に
推薦する
・本人のニーズ、関心に基づいて
特別コースに参加させる

・現在の職務を継続させる
・次の等級の給与を給付する
・学期現金賞与を給付する
・現金及びその他の手当を給付する
・専門分野及び地方レベルの賞に推薦
する
・期間及び基準を満たした場合、当該
資格を保持または上位資格に推薦す
る
・本人のニーズ、関心に基づいて特別
コースに参加させる
・校長の依頼によって付加的職務に従
事させる等

「Ｂ」：
「良い」

・付加的職務の賃金給付
・現金及びその他の手当を給付す
る
・地方レベル、機関レベルの賞に
推薦する
・教科、教授法のコースに参加さ
せる

・給与等級をそのままに勤務させる
・学期現金賞与を最小限で給付する
・資格分の手当をそのまま給付する
・現金及びその他の手当を給付する
・地方レベル、機関レベルの賞に推薦
する
・自発的に追加の職務を行うこと
・教科、教授法のコースに参加させる

「Ｃ」：
「十分」

・付加的職務の賃金給付
・今後、付加的職務を実行させる
可否を交渉する
・必要な知識、能力習得のための
コースに参加させる

・給与等級を下げ、そのまま勤務させ
る
・資格分の手当をそのまま給付する
・現金及びその他の手当を給付する
・管理職によって追加の職務を実行さ
せる
・欠けている知識、能力を習得させる
コースに参加させる

「Ｄ」：
「やや不十
　　分」

・付加的職務をさせない・懲戒処分を行う
・給与等級を下げる、もしくは現行等
級で給付し、特定の期間中に職務を
改善する条件でそのまま勤務させる
・当該資格分の手当をそのまま給付す
る
・管理職によって追加の職務を実行さ
せる
・解雇

「Ｅ」：
「不十分」



「2009年決定」の内容から、次のような諸点が看取される。

　まず、「2009年決定」は、先の「2007年決定」と比較して、基本的な枠組みを継承しつつも、新

たな内容を加えて進化している。その意味では、「2007年決定」には試行的な価値があったと言え

よう。例えば、「2007年決定」において教員の基本的職務（教育スタンダードの実施職務とその他

の職務）が規定されていたが、「2009年決定」はそれら基本的職務に加えて、新たに「付加的活

動」が追加されたことである。ただし、この「付加的活動」は教員の義務ではなく、あくまで任

意の職務と位置付けられている点は特徴的である。また、先の「2007年決定」には明示されてい

なかった「校長の学校代表者としての地位」が明示され、校長が最終的な評価権者とされている。

しかし、これまでの実態を追認するように、その評価権限を「教頭へ文書にて委任する」ことも

また同時に示されており、やはり実質的な評価担当者はこれまで通り教頭であることが窺える。

　上述の「付加的活動」とは、職務規定上にない職務と定義され、「校内職務」と「付加職務」

から構成されている。そして、それらの具体的な内容が添付文書の項目3.7の表中に明示されて

いる。さらに、新規の変更点として、教育スタンダード実施に際しては、単に個人的な取り組み

だけではなく、教科会すなわちチームで協力して計画することも可能としており、学校がこれま

で以上に組織として協力しその成果向上に努めようとする姿勢が看取される点は興味深い。一

方、「教育スタンダードを実施する職務」34時間／週とその他の職務６時間／週、さらにはその

34時間中の内訳、カリキュラムの準備作成10時間、授業時間19時間、カリキュラムの改善５時間

は、「2007年決定」と同様に変更はない。また、カリキュラムの５時間分を平均として１単位職務

として積算するやり方も以前と同様である。

　「2009年決定」で最も注目される点の一つが、教員の義務とはされていない付加的活動にも、教

員の本務である基本職務と同等の評価ウエイトが置かれていること、すなわち、両者にそれぞれ

100点の配点がなされていることである。無論、本務である「教育スタンダード」の実施には68点

が配分され、最重要視されてはいるものの、「その他の職務」に32点、付加的活動の「校内職務」

に40点、「付加職務」に60点が配当されている。これらの職務内容を精査してみると、いずれの

内容も教員としては看過できない資質や能力であり、職務規定に定められた制度上の義務とはし

ていないものの、その配点の多さからそれらの資質能力の発揮を強く期待していることが窺え

る。また、これらの配点はさらに小項目ごとに細かな配点表が作成されており、特定の資質能力

だけで高得点を得ることはできず、各資質能力が全般的に発揮されることが期待されているとい

える。

　さらに、教員の基本職務と付加的活動は、それぞれＡ「とても良い」・Ｂ「良い」・Ｃ「十分」・

Ｄ「やや不十分」・Ｅ「不十分」の５段階の評価に分類され、それぞれの評価結果に基づいて後

述する処遇が用意されている。「2007年決定」では３段階評価であったが、「2009年決定」では段

― ５９ ―

西日本教育行政学会  教育行政学研究第４４号　２０２３

4.4. 校長や教頭からの支援が脆弱で、教員自身の業務への満足度が「平均以下」の場合、学年度末の面談時に、業績契約を

結んだ教員と教頭、校長間で協議し、その内容を認定する。

4.5. 校長は、全学校教員会議や教科会の会議で協議された教員の業績評価の結果を確認「танилцах」した上で、署

名して評価結果を認定する。本評価は、教員の業績契約の業績に関する最終評価となる。

4.6. 校長は、教員の業績評価の結果を基に、関連する法令によって与えられた権限に従い、教員を支援もしくは処罰するた

めに、以下の措置を講ずる（表３－３）。



階が細分化されている点も看過できない。また、教育スタンダードの実施に関する評価は従前同

様、教頭が担当するものの、その他の職務と付加的活動については「ソーシャルワーカー及び教

科会、教員、その他の職員代表によって構成される５名以上のチーム」が評価することになって

いる点が大いに注目される。すなわち、これらの総配点は最高132点に達するわけで、教員評価に

おける同僚評価のウエイトが半分以上を占めることになるからである。さらに、かかるチームは、

２学期間ごとにメンバーの40％を入れ替えることも求められており、評価が特定メンバーに固定

されない配慮もなされている。加えて、教員自身も校長からの支援に関して「良い」「普通」「弱

い」の自己評価を行うとともに、現在の職務満足度に関しても「普通以上」「普通」「普通以下」

の自己評価を行うことになっており、いわば対校長（教頭も含む）評価の側面も看取される。教

員の基本職務及び付加的活動に関する評価に際しては、これらの自己評価への配慮が求められて

はいるものの、実際にどの程度の影響力があるのかは、入手資料からは不明である。ただ、校長

や教頭からの支援が脆弱で、教員の満足度が「普通以下」の場合、学年度末の面談で協議の場が

もたれることになっている点も興味深いところである。一方、教育スタンダードの実施に関する

評価を教頭が担当し、教科会で協議し、評価することや付加的活動に関する評価が全校教員会議

において協議され、評価される点は、先の「2007年決定」の場合と同様である。

　「2009年決定」は、前述5段階の評価結果に基づいた具体的な処遇も詳しく明示されており、こ

の点も「2007年決定」とは大きく異なっている。もちろん、表記中の処遇が評価結果に基づいて

全て適用されるわけではないだろうが、各段階に対応した処遇が用意されている点は注目され

る。しかも、処遇は単なる金銭的な処遇にとどまらず、昇進や上位資格への推薦、さらには本人

の希望に基づく研修など多岐にわたっている。とりわけ、教員自身の職能成長の視点が包摂され

ていることは高く評価できよう。同時に、評価結果が劣悪であれば、解雇もあり得るわけで、ど

の程度の解雇者がいるのかは資料上不明であるが、厳しい側面も垣間見える。

４　モンゴル国教育文化科学大臣2009年12月14日561号決定

　前述の「2009年決定」の発出からわずか１ヶ月余りで同決定は、唐突に無効とされ、替わりに「モ

ンゴル国教育文化科学大臣2009年12月14日561号決定」（以下、「2009年決定２」という）が、同一

大臣名（ヨ・オトゴンバヤル（Yo.Otgonbayr））で発出された（【資料６】）。ところが、この「決

定２」の規定内容は、添付文書も含めて、以下に示す通り、先の決定「2009年決定」と全く同一

内容であった。
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【資料６】　（教員評価の）基準「方式、方法」決定について

　教育文化科学大臣、社会福祉労働大臣、財務大臣共同2007年８月31日307/91/237号決定「幼稚園、普通教育学校教員の最

低職務時間、及び給与受給基準」第14指定、モンゴル国家公務委員会2007年８月13日48号決定第１添付で決定した「国家公

務員業績契約の締結指示」第３指定、第２添付で決定した「国家公務員の業績結果、専門レベル（業績契約）評価規則」6、

13、4.3指定に基づき以下を命令する：

1.  「普通教育学校教員の評価方法」を添付通りに決定すること。

2.   各校長は、「普通教育学校教員評価方法」を2010年１月１日からすべての普通教育学校において実施すること。

3.  普通教育学校の校長・教頭以外の専門職員（教員）については職務規定、それ以外の職員については労働契約に基づき、

各校長は本規則に従い彼らの職務を計画・評価する方法を作成・実施すること。



　わずか１ヶ月で前決定が廃止され、しかも同一内容の文書がなぜ再び発出されたのか、入手資

料からは読み取れない。目下、モンゴル国教育科学省へこの点について照会中ではあるが、未だ

明確な回答は得られていない。

　いずれにせよ、この経緯の理由は不明ではあるが、「2009年決定２」の本体文にも「「普通教育

学校教員の評価方法」を添付の通りに決定すること」が明記され、それが添付されて発出されて

いる以上、「2009年決定２」に基づく教員評価は、前決定（「2009年決定」）の時と同様に行われて

いたと捉えるべきであろう。そこで、本稿では、2013年に発出される次の決定までの４年間は、

「2009年決定」の添付文書（「普通教育学校教員評価規則」）と同様な教員評価がなされていたも

のとして、考察を進めたい。なお、前述の通り、添付文書も全く同様であるため、本節での添付

文書の内容掲載と考察は、紙幅の都合上、割愛する。

５　モンゴル国教育科学大臣2013年８月13日Ａ/293号決定

　「2009年決定２」から４年後、モンゴル国は、「モンゴル国教育科学大臣2013年８月13日Ａ/293

号決定」（以下、「2013年決定」という）を発出して、新たな教員評価制度をスタートさせた。同

決定の全文は【資料７】の通りである。
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【資料７】　規則決定について

　モンゴル国政府についての法律24条及び同条２項、教育法28条及び同条1.22、さらに教育文化科学大臣、社会福祉労働大臣、

財務大臣共同2007年307/91/237号決定「幼稚園、普通教育学校教員の最低職務時間、及び給与受給基準」第１指定を根拠に、

以下を命令する：

１． 「普通教育学校教員評価規則」を第１、「幼稚園教員評価規則」を第２添付の通り決定すること。

２． 本決定の実施を、教育科学省内の（教科）専門及び教授法に関する政策実施部署のデ・エルデネチメグ（D.Erdenechimeg）

及びアイマグ、都市部教育所長に、そして本規則実施の監査を「監査－分析・評価」内部監査部署のエル・ルブサンドル

ジ（L.Luvsandorj）に任す。

３． 生涯学習教員の職務に関しては、本規則に準じて当該教員の所属機関の長が評価し、アドバイスすること。

４． 本命令の発布により教育文化科学大臣「普通教育学校教員評価規則」2009年561号は無効とする。

５． 本決定は2014年１月１日から施行する。

＜第１添付　普通教育学校教員評価規則＞

１． 一般原則

　普通教育学校教員（以下、教員とする）の職務を評価する際、本規則にしたがう。

　本規則の目的は教員の「子ども一人一人を成長させ、態度行動の変容を促し、資質及び能力を開花させ、子どもにやさし

い環境をつくり、創造的活動を促進した結果」を評価することである。

　教員評価は教員の職務規定、労働契約に示されている職務を評価し、労働契約上の業績をはかるとともに、学期間中の職

務業績に応じた現金賞与、能力給増額の根拠となる。

　教員の職務の過程、業績の結果を学年度の学期ごとに点数化して評価し、それらの平均で半年及び学年度の仕事を査定す

る。

　教員は学年度の各学期に実施する活動計画を設定する。

4.  本決定の実施を監査し、支援することを普通教育部門のデ・エルデネチメグ（D.Erdenechimeg）、情報審査―分析評価部

門のエル・バトエルデネ（R.Bat-Erdene）、及びアイマグ、都市部教育文化所長が行うこと。

5.  本命令の発布によって「臨時（評価）基準/方法の決定」教育文化科学大臣2007年416号は無効とする。
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　教員は自己活動計画を本規則の添付をモデルにして作成する。

　教員の職務の業績結果と効果を評価する際、雇用者と結んだ労働契約、職務規定と教員自身の活動計画によって評価する。

２． 教員評価の方針

　実直で、現実的、かつ利害の対立や主観的な影響がないこと。

　職務評価はその目的、目標、学習者の成長に関連していること。

　個人的及び専門的情報の守秘を尊重すること。

　評価の基準、評価活動を明確にしていること。

　他の教員を支援・激励し、その能力を開発すること。

　外部認定の場合と同様に、教員の自己評価及び他者評価（教員、職員、父親、母親、教科会議の長、教頭による評価）の

二本立てで行われること。

３． 教員評価の実施

　前学年度の最終学期の評価と当該学年度の最初に作成した教員の自己評価の平均を当学年度の初期評価とする。

　１年生及び新しく学習する授業にとって、第１学期の評価が初期評価となる。

　教員は、当学年度の第１学期、第３学期の職務を自己評価し、（学校教育の）目的、目標の達成状況を本規則の4.に示した

基準の達成、成果として教科会議に報告する。

　当該学年度の第２学期、第４学期の教員の自己評価を校長

の命によって設置された「教員、職員、父親、母親、教科会

議の長、教頭からなる委員会」が評定する。

　教員の自己評価及び上記の評価（他者評価）の差異が10点

以上の場合、教員には現金賞与（ボーナス）は支給されない。

　評価された結果を教員が納得しない場合、校長の命令で設

置された委員会で面談・協議して再評価してもらうことがで

きる。

　教員の自己評価と上記委員会の評価（他者評価）は、校長

の命によって有効となる。

４． 教員評価の基準

　教員評価の基準は、以下の通りである（表４－１）。

　教員の職務効果と業績は合計100点で計算し、評価基準ごと

に20点配点である。

　教員評価基準の１番目、５番目の基準で、６年生－12年生の授業を担当する教員は、学年ごとに一集団（グループ）となっ

て勤務することができる。

５． 教員の職務評価

　教員の職務業績の平均点数を配慮して、以下のように評価する。

　90-100「とても良い」　　80-89　「十分良い」　　70-79　「良い」　　60-69　「普通」

　31-59　「普通以下」　　     0-30　「不十分」

　教員評価で70点以上、すなわち「良い」という評価された場合、教員の現金賞与（ボーナス）の支給根拠となる。

　各学期の現金賞与（ボーナス）の金額は、当該学年度の学校予算に示されたボーナス金額予算内において、政府決定によっ

て毎月計算され、学期ごとに支給される。

　教員評価80点以上、すなわち「十分良い」という評価の場合、教員の能力給支給の根拠となる。

　能力給は、当該機関の年度給与予算内において政府決定により基本給から計算する。

　教員への現金賞与（ボーナス）と能力給の支給は、校長の命令により決定される。

　「普通以下」と評価された教員には行政罰則がある。

表４－１　

業績指標概念基準№

○子ども一人一人の学習活動及びボラン
ティアに参加する意欲及び環境整備参加

態度行動/20点1

○子ども一人一人の学校及び社会環境の
基準を守っている様子、意欲、熱意習慣

○子ども一人一人の社会環境への適用、
自己表現、他者への正しいコミュニ
ケーション、勤勉性、他者支援の精神
を身につけている程度

性格

○子ども一人一人が身につけた知識、能
力の成長の程度成長子ども一人一人が身

につけた知識、能力
の伸長度/20点

2
○子ども一人一人が身につけた知識、能
力の学期ごとの結果の評価成果

○子どもの才能を掘り起こし、発見した
程度

子ども一人一人
に生まれつきあ
る多面的なチャ
ンス、才能をひ
らき、伸ばす

子どもの才能を発見
した状態/20点3 ○子どもの才能を発展させた程度（学習

した、できるようになった事項の量と
質）

○アンケート調査の結果生徒

教育サービスの満足
度/20点4 ○教員の子ども一人一人の成長に貢献し

た支援
父親、母親、保
護者

○教員の道徳性その他の参加者

○子どもの健康を改善させた程度健康的である

健康状態/20点5 ○健康的なコミュニケーション環境の整
備への貢献

健康的なコミュ
ニケーション

○健康かつ安全環境整備への貢献度健康的な環境



　「2013年決定」の内容から、次のような諸点が指摘できる。まず、「2013年決定」は、「2009年決

定」と比べ、全体的に簡素化された内容となっている点が特徴的である。また、教員評価の目的

を「子ども一人一人を成長させ、態度行動の変容を促し、資質と能力を開花させ、子どもに優し

い環境を作り、創造的な活動を促進した結果を評価すること」と定義し、極めて高邁な理念のも

とに教員評価を行おうとしている。換言すれば、それまでの「教育スタンダード」の実施、すな

わち単純な学力確保型の目的よりもいわば円熟した目的に変容してきたと言えよう。その一方

で、評価の結果をシンプルに現金賞与と能力給の増額の根拠と明示し、「2009年決定」に見られた

ような教員自身の職能成長の視点は規定上あまり見受けられない。

　また、「2013年決定」の最大の特徴の一つは、教員自身の主体的な関与がそれまでのどの決定よ

りも大きい点である。換言すれば、本決定の文中に明確に「教員の自己評価と他者評価（教員、

職員、父親、母親、教科会議の長、教頭による評価）の２本立てで行う」ことがはっきりと明示

され、教員自身の関与が増大している点である。なお、評価の過程と結果を学期ごとに点数化し

て評価し、それらの平均で学年度の仕事全体を評価する構造には基本的変化は見られない。

　特にユニークなのは、前年度最終学期の評価と当該学年度の最初に作成した教員自身の自己評

価の平均を当該学年度の初期評価としている点である。なお、１年生の授業や新規に授業を始め

る場合は、１学期の評価がそのまま初期評価となる。教員は、本評価規則に予め定められた基準

に従い、１学期と３学期の職務を自己評価して教科会議へ報告する。同様に、２学期、４学期の

評価は、教員の自己評価を校長が設置した「教員、職員、父親、母親、教科会議の長、教頭から

なる委員会」によって評定される構造となっている。いわゆる「他者評価」である。その際、教

員の自己評価と他者評価の差異が10点以上ある場合は、現金賞与（ボーナス）は支給されない。

教員自身の自己評価の甘さを抑制する効果としては意義深いと考える。ただし、教員が評価結果

に不服の場合は、再評価のチャンスが与えられている。
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　「不十分」と評価された教員には行政罰則が課され、３ヶ月間の助言、支援が行われる。それでも状況に改善が見られない

場合、教員免許が失効し、労働契約終了の根拠となる。

　教員評価において２回－３回まで69点以下の評価がなされた場合、当該教員には特別に教科の専門と指導法の助言責任を

関係職員が負う。

＜「普通教育学校教員の職務評価規則」添付＞

　教員評価モデル

　教員は担当する生徒に対して以下の方針で教育活動を計画し、達成すべき結果を明確にする（表４－２、４－３）：

教員の自己目標学校教育目標教員名

付加的活動、学外活動担当する科目担当するクラス

表４－２　

年度末第４学期第３学期第２学期第１学期範囲基準

４学期分評価平均

結果目的開始結果目的開始結果目的開始結果目的開始

担当する
生徒

各々の子ど
もが身につ
けた知識、
能力の伸長
度

第３学期末
に達成した
結果

第２学期末
に達成した
結果

第１学期末
に達成した
結果

前学年度末
の最後の評
価

表４－３　

健康教育サービスの満足度才能の発見態度行動

結果実施活動結果実施活動結果実施活動結果実施活動



　評価の基準は、「４．教員評価の基準」に示される通り、①「子どもの態度行動」（20点）、②

「子ども一人一人が身につけた知識、能力の伸長度」（20点）、③「子どもの才能を発見した状態」

（20点）、④「教育サービスの満足度」（20点）、⑤「健康状態」（20点）という５つの領域から構

成され、最高得点100点である。そして、最終的な職務評価は「５．教員の職務評価」の規定に従

い、６段階に区分され評定される。100点～90点「とても良い」、89点～80点「十分良い」、79点

～70点「良い」、69点～60点「普通」、59点～31点「普通以下」、31点～０点「不十分」である。

70点以上の評価が現金賞与（ボーナス）の支給対象とされ、現金賞与は、当該学年度の学校予算

中の現金賞与枠内で、毎月分が計算され、学期ごとに支給される。同様に、80点以上の評価は、

能力給支給の対象となり、当該年度の給与予算内において基本給を元に計算して支給される。そ

の一方で、59点以下の場合、行政罰則が課され、30点以下の場合、行政罰則に加え、３ヶ月間の

助言・支援の下に置かれる。それでも改善が見られない場合は、教員免許が失効し、解雇となる。

また、69点以下の評価が２、３回続けば、担当の関係職員から教科専門や指導法に関して特別な

指導助言が行われることになっている。

　全体として、「2013年決定」は、教員評価における教員の主体的な関与が特徴的であるが、裏を

返せば、管理職側の関与が弱体化したとも言える。また教員評価の目的は高邁であるが、五つの

領域それぞれの客観的な成果を実証し得るのか、その具体的な手段は明示されておらず、教員の

自己評価にとどまらず、他者評価においてもその懸念が感じられる。また、予算の範囲内での現

金賞与や能力給の支給という制度的な枠組みは、十分な予算が確保されているかどうかによっ

て、支給そのものの実額も変わってくる可能性もあるのではないだろうか。加えて、評価の低い教

員に対しては、一定程度の指導改善の機会が確保されてはいるものの、改善が見込めない場合は、

免許の失効と解雇という厳しい措置も用意されており、信賞必罰的な傾向が窺える。いずれにせ

よ、簡素化の影響と教員自身の直接関与の増大には、一定の課題を残すことになったと言えよう。

６　結語　～モンゴル国教員評価制度の特徴と意義及び課題～

　以上、モンゴル国の教員評価制度を、「2007年決定」から「2013年決定」までの分析を通して、

その規定内容の変遷を明らかにしてきた。最後に、この変遷過程を通観して、おおよそ次のよう

な諸点を指摘できよう。

　第一に、モンゴル教員評価制度は、最初に発出された「2007年決定」では、臨時的基準ではあ

るものの、教員の具体的な職務内容とその量・時間、さらには１単位職務の概念が明示され、そ

の後に続く「決定」にも継承されていった。また、管理職である教頭が基本職務である教授活動

に関する評価を担う一方で、その他の職務については校長選出の校内委員が評価を担当すると

いった二本立ての評価体制もその後の「決定」に基本的に継承されていた。その意味で、「2007年

決定」はモンゴル教員評価制度における先導的意義を有していたといえよう。

　次に、「2009年決定」では、「2007年決定」の基本的な枠組みを引き継ぎつつも、評価の内容と

方法にとどまらず、評価の手順や評価結果の活用においても、その精緻化が図られており、完成

度が増しているといえる。とりわけ、評価結果の活用においては、十分とは言い難いものの、単

なる金銭的な処遇だけではなく、人事的措置や研修的措置も一部散見され、多様な処遇への兆し

が窺えたのは高く評価できよう。

　しかし、その後の「2013年決定」は、一転して簡素化の方向に舵が切られることになった。あ

わせて、教員評価の目的が教育学的な理念に基づき「子ども一人一人の成長、資質能力の開花、

― ６４ ―

西日本教育行政学会  教育行政学研究第４４号　２０２３



優しい環境の整備、創造的な活動の促進」と規定され、その高邁な姿勢を明示したことは大いに

意義深い。加えて、教員による自己評価を思い切って取り入れ、「自己評価」と「他者評価」の

二本立て評価体制を導入して評価に対する教員本人の関与度を高めた点も注目されよう。しかし

ながら、その一方で、「2013年決定」では、簡素化した分、評価の基準とその業績指標を用いた教

員の活動効果の測定においては抽象度が高くなり、かつ実際の測定方法も明示されていないた

め、実証的で説得的な評価がなされ得たかどうかについては疑問が残らざるを得なかった。穿っ

た見方をすれば、教員に都合の良い評価結果を導く可能性を払拭できないともいえるのではない

か。

　第二に、「2007年決定」から「2013年決定」までのモンゴル国の教員評価制度を俯瞰してみる

と、全体的に教員の処遇、とりわけ金銭的な処遇への関心が高く、その金銭的処遇を通して、国

家的教育課程の完遂や子どもたちの「学力向上」を目指すといったスタンスが終始看取される。

翻って、日本の教員評価制度では、教員個々の職能開発、人材育成を通して学校全体の人的資源

を強化し、学校教育の水準向上を図ることを主たるスタンスとしており、あくまでも処遇は評価

の結果として位置づけている13点で、その方向性は対照的である。しかも日本の処遇では、金銭

的処遇は限定的であり、学校内外の人事配置や異動、教員自身の研修など多様な処遇が評価の結

果として用意されているが、モンゴルの教員評価制度では、評価結果の低い教員への指導改善的

な研修は存在するものの、総じて処遇の内容が金銭的側面（現金賞与や能力給）に集中している

点は、同国教員評価制度の大きな特徴であり、また課題でもある。

　モンゴルの公立学校教員給与の低さ14を考えると、同国の教員評価制度の課題、すなわち評価

結果と金銭的な処遇との結節が際立つのは、現状ある意味必然的なのかもしれない。しかしなが

ら、やはり今後の同国教員評価制度をめぐっては、「教員自身の成長」を通した学校教育の進展

（学力向上を含み）を教員評価の主眼に据えるとともに、その成長度に応じた多様な処遇を用意

して、被評価者である教員一人一人が納得し、かつ主体的に参画できる評価制度へとその練度を

高めてこそ、専門職たる教員のより理想的な評価制度へと近づいていくのではないだろうか。同

国教員評価制度の今後の動向に注目していきたい。

　（なお、本研究は、日本学術振興会「科学研究費補助金」交付課題研究：「教員人事評価制度改

善のための東アジア国際比較共同開発研究」課題番号21K02230（研究代表者：古賀一博）の研究

成果の一部である。） 
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注

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　モンゴルの教育関係省は、2000年からは「教育文化科学省」、2012年８月16日から「教育科学

省」、2016年７月27日から「教育文化科学スポーツ省」、2020年７月７日から「教育科学省」と

名称変更をしている（出典：https://www.meds.gov.mn/%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85%D1%8
　D%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BE）
２　「決定」は、モンゴル国「教育法」（日本における教育基本法に相当）の規定に基づき、教育

制度全般に関わる具体的運用について発出されるものである。教員評価制度についても、「教

育法」に基本的方向性が規定されており、それに基づき教育（文化）科学大臣が「決定」を発

出し、運用されている。
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３　ボロルマ・トルバト（2009）「モンゴルにおける教員評価制度に関する考察－業績評価と上位

資格を中心に－」『東北大学大学院教育学研究科研究年報』第57号第２巻、93-106頁。ボロル

マ・トルバト（2015）「モンゴルにおける教員評価―給与制度を中心に―」『国際教育』第21号、

23-40頁。

４　ボロルマ（2009）、97頁。

５　ボロルマ・トルバト「第２章モンゴル 価値観の転換が求められる教員たち」小川佳万・服部

美奈編著『アジアの教員－変貌する役割と専門職への挑戦』ジアース教育新社、2012年、54-78

頁。ボロルマ・トルバト（2009）同上。ボロルマ・トルバト（2015）同上。また、これらの論

稿以外にも、ガルバドラッハ・スウリ（2018）「モンゴルの学校教育におけるオリンピアードの

機能と位置づけの変容」名古屋大学大学院教育発達科学研究科教育科学専攻『教育論叢』第61

号、27-36頁、も挙げられる。ただし、本論稿では、生徒のオリンピアードの成果が、教員評

価に関わる点が指摘されている程度である。

６　モンゴル国における「普通教育学校」とは、小学校（５年制）・中学校（４年制）・高等学校

（３年制）から成り、12年の一貫教育が行われている。モンゴル国全体で約800校あり、在籍生

徒数は約35万人、教員数は約３万４千人とされる（The Ministry of Education and Science 
“EDUCATION SECTOR MID-TERM DEVELOPMENT PLAN 2021-2030” , 2020）。

７　地方における教育担当行政機関。

８　「教科会議」は、モンゴル国法規「初等中等教育について」第５章19条において「普通教育

学校の教職専門、教授指導法に関する管理は教員委員会と教科会議が担当する」とされており、

日本の中学校・高校における教科会に相当する。また、同条には「教科会議の活動に関する規

定を教員委員会の意見に基づき校長が決定し、実施させる」ともあり、同会議の実態は各学校

によって異なっている。

９　「全校教員会議」は法的な規定はないものの、各学校が学校規則上に位置付けることになっ

ている。日本の学校における職員会議と同質のものと捉えられる。

10　ここでの「自己評価」とは、初等中等教育スタンダード及び学校が作成した基準に従って

「学習活動」「その他の活動」に関する自己目標を設定し、実施の結果を教員自身が評価する

ことである。

11　2022年９月の現地訪問調査においても、同様の指摘を確認した。また、その際、教頭の評価

結果に対して教科会で大きな疑義が呈されることはほぼないとの意見であった。

12　公務員を管理する委員会。

13　日本における教員評価制度は、厳密に言えば各都道府県・政令指定都市により実態は異なる

ものの、総じて「教職員個々の『能力開発』あるいは『人材育成』という視点を大きく打ち出

している点」が大きな特徴であり（古賀一博（2018）「教職員の職能発達―人事評価、免許更新

制度を中心に―」『現代の教育課題と教育経営』学文社、70頁）、評価結果を処遇にどのように

反映するべきかという認識に関しても学校種や教員の属性（性別、年齢等）によって多様であ

ることが指摘されている（古賀一博、市田敏之、酒井研作、藤村祐子、藤本駿（2008）「『能力

開発型』教職員人事評価制度に対する教員の意識傾向と諸特徴」『教育行政学研究』、46頁）。

14　ボロルマ・トルバトの指摘によると、「モンゴルの教員給与水準は、国家公務員の中でも最

低と言われており、そのため家庭教師をはじめ副業に頼らざるを得ない現実がある」という。

前掲書70-71頁。



学　　会　　彙　　報

西日本教育行政学会役員会＜メール審議＞（～５月16日）

『教育行政学研究』第43号の刊行

《研究論文》

高等学校通信制課程における特例制度の運用実態

　― 単位認定に係る教育活動に注目して ―

　　　　　　　　　　　　　川本吉太郎（広島大学大学院・院生）

教員専門職基準との関連による米国教員免許更新制度の質保証

　　　　　　　　　　　　　藤本　　駿（高松大学）

アメリカにおける州教職員専門基準委員会に関する研究

　― 組織および活動に着目して ―

　　　　　　　　　　　　　藤村　祐子（滋賀大学）

　　　　　　　　　　　　　佐藤　　仁（福岡大学）

中国における幼小接続制度の意義と課題

　―「2021年幼稚園と小学校の科学的接続を強力的に推進する意見」の分析

　　 を中心に―

　　　　　　　　　　　　　何　　京玉（青島大学）

　　　　　　　　　　　　　王　　雨晴（青島大学大学院・院生）

　　　　　　　　　　　　　郭　　仁天（賀州学院）

「健康権」保障をめぐる国際的動向と学校教育

　―“Making every school a health-promoting school : Global standards
　　 and indicators”の分析を中心に―
　　　　　　　　　　　　　小早川倫美（島根大学）

　　　　　　　　　　　　　黒木　貴人（福山平成大学）

　　　　　　　   　LKHAGVA Ariunjargal（モンゴル国立教育大学）
　　　　　　　　　　　　　張　　　磊（大連大学）

西日本教育行政学会総会＜メール審議＞（～５月20日）

西日本教育行政学会研究助成の募集

『教育行政学研究』第44号投稿申し込み用紙配信

2022年   5月14日

2022年    5月14日

 

 

 

 

 

 

 

2022年    5月17日

2022年  7月   8日

2022年  8月29日
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学会ニュース第65号発行

西日本教育行政学会第44回大会プログラムの配信

西日本教育行政学会第44回大会開催＜学校法人福山大学社会連携推進センター＞

＜研究発表＞

　　　　　　　　　司会　　岡本　　徹（広島修道大学）

　　　　　　　　　　　　　藤本　　駿（高松大学）

米国初等中等教育法におけるアカウンタビリティ・システムに基づく学校改

善・支援の規定分析

　　　　　　　　　　　　　村上　和厳（広島大学大学院・院生）

新国家教育法（法案）にみるタイ地方教育ガバナンス改革の特質に関する研究

　― 政策担当者の認識と法案審議過程の分析 ―

　　　　　　　　　橋本　拓夢（広島大学大学院・院生／日本学術振興会特別研究員）

カナダ・サスカチュワン州における教授言語に関する研究

　 ― 非公用語の導入に関する立法議会での議論に着目して ―

　　　　　　　　　　　　　内田　圭祐（広島大学大学院・院生）

専門学校生の「好き」を動機とした進学・在学経験

　 ― ファッション系専門学校生への質問紙調査結果から ―

　　　　　　　　　　　　　小田　　茜（久留米大学）

広島高等師範学校 初代校長 北条時敬の校長としての力量に関する考察

　～禅と無刀流剣術を手掛かりとして～

　　　　　　　　　　　　　上寺　康司（福岡工業大学）

モンゴル国における教員評価制度の成立と展開

　～「2007年決定」から「2022年試行」まで～

　　　　　　　　　　　　　古賀　一博（福山平成大学）

　　　　　　　　　　　　　黒木　貴人（福山平成大学）

　　　　　　　 　LKHAGVA Ariunjargal（モンゴル国立教育大学）
　　　　　　　 　BAT-ERDENE Dagiimaa（JICA・プロジェクトアシスタント）

西日本教育行政学会第45回大会開催＜福岡大学＞

2022年10月   5日

2022年11月   5日

2022年12月17日

2023年   5月20日
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西日本教育行政学会会則

第１章　総　　　　　則

第１条　本会は「西日本教育行政学会」と称する。

第２条　本会の目的は、教育行政の研究を促進し、研究上の連絡、情報の交換、会員相互間の親

睦を図ることを目的とする。

第３条　本会は次の事業を行う。

　　　　１． 会員の研究物及び情報の交換

　　　　２． 研究大会の開催

　　　　３． 機関誌「教育行政学研究」の発行

　　　　４． その他の事業

第２章　会　　　　　員

第４条　本会の会員は、本会の目的に賛同し、教育行政学あるいはこれに深い関係のある学問研

究に従事する者で、会員の推薦を受けて本会に入会することを申し込んだ者とする。

第５条　会員は、本会が営む事業に参加し、機関誌上又は研究大会を通して、その研究を発表す

ることができる。

第６条　会員は、会費を負担するものとし、会費は年額6,000円とする。

第７条　会員のうち、３年以上会費の納入を怠った者は、本会から除名されることがある。

第３章　役　　　　　員

第８条　1）　本会に次の役員を置く。

　　　　　　　　会長、副会長、理事（４名）、監査（２名）、幹事（若干名）

　　　　　　　　なお、副会長は複数置くことができる。

　　　　2）　前項のほか、本会に顧問を置くことができる。

第９条　会長は本会を代表し、副会長との協議の上で会務を裁理する。

第10条　1）　理事は、会長又は副会長を助け、会務に従事する。

　　　　2）　幹事は、それぞれ会長及び副会長の下で会務を補佐する。

第11条　総会は、本会の事業及び運営に関する一般的事項を審議決定する。

第12条　総会は、会長が副会長及び理事との協議の上で招集するものとする。

第13条　1）　役員の任期は２年とする。ただし、重任を妨げないものとする。

　　　　2）　任期途中で役員の交代が生じた場合、その任期は前任者の残任期間とする。
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第４章　会　　　　　計

第14条　本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。

第15条　予算案及び決算書は会長が副会長及び理事との協議の上でこれを作成し、文書により会

員に報告し、総会において承認を得るものとする。

第16条　本会の会計年度は、毎年の総会開催日に始まり、翌年の総会前日に終わる。

第５章　研究大会及び研究物の交換

第17条　研究大会は、原則として、中国・四国地区及び九州地区において開催する。その開催時

期と場所は、会長が副会長及び理事との協議の上で決定する。

第18条　研究物の交換に供する複写は事務局においてこれを行う。その経費は会費より支弁す

る。

第６章　機 関 誌 発 行

第19条　機関誌の編集は、編集委員会においてこれを行う。編集、編集委員会その他の刊行につ

いての規定は別にこれを定める。

第７章　雑　　　　　則

第20条　本会の事業のために別に規定を定めることができる。

第21条　本会の会則及び規定の改正は、総会における実出席会員の３分の２以上の同意によって

行われる。

最終改正（平成19年５月19日）
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西日本教育行政学会機関誌刊行規程

１． 本会は、機関誌「教育行政学研究」を毎年１回刊行する。

２． 本機関誌は、本会会員の教育行政に関する研究論文を主体とし、論説・会員の研究紹介・文

献紹介を掲載することがある。

３． 機関誌に研究論文を掲載しようと望む会員は、所定の執筆要領に従い学会事務局に応募する

ものとする。

４． 論文の掲載及び編集に関する事項は、編集委員会の会議において決定する。

　　編集委員会は、４名で構成される。

　　編集委員の任期は２年とする。但し再任を妨げないものとする。

５． 編集委員会は、レフェリー制にもとづいて投稿論文を審査する。

６． 「教育行政学研究」原稿執筆要領の２に定める原稿規定枚数をこえる分、ならびに図表につ

いては、その印刷実費を執筆者から徴収することがある。

７． 機関誌編集事務についての通信は、「西日本教育行政学会」事務局とする。
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「教育行政学研究」原稿執筆要領

１． 論文原稿は未発表のものに限る。

２． 論文原稿は、400字詰横書原稿用紙50枚以内とする。

３． 原稿は横書きとし完全原稿とする。欧文の場合はタイプすること。

　　なお、日本語ワープロの場合は、１ページ45字×38行の12ページ以内とし、Ａ４の用紙に打

ち出した原稿と電子データの両方を提出するものとする。

４． 表や図は必要最小限において活用し、その印刷位置及び大きさは、あらかじめ執筆者が希望

を表示しておくこと。

５． 日本語の表記については、特に事情のあるほかは、「常用漢字表」に準拠すること。

６． 外国人・地名に原語を用いるほかは、叙述中の外国語にはなるべく訳語をつけること。

　　外国語は３字を２画に計算する。

７． 外国語でAbstract（500 words以内）を作成し、論文題目の後に挿入すること。

８． 原稿締切は毎年12月15日とする。

９． 注及び引用文献は、論文末に一括して掲げること。

　　引用法の例　　論文の場合：著者、年号、論文名、雑誌名、巻、頁

　　　　　　　　　単行本の場合：著者、年号、書名、発行所、頁
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【『教育行政学研究』編集委員会】

（大分大学）住岡　敏弘委員長

（弘前学院大学）西東　克介委　員

（高知大学）柳林　信彦委　員

（広島大学大学院）吉田　香奈委　員

編　　集　　後　　記

　西日本教育行政学会紀要『教育行政学研究』第44号をお届け致します。ご投稿いただいた会員

の皆様、ならびに査読、編集にご協力いただきました方々に深く感謝いたします。

　本紀要第44号には５件の投稿があり、最終的に「研究論文」として４編を論文の掲載すること

ができました。

　近年の高等学校通信制課程（以下、通信制高校）に関する制度をめぐる国レベルの議論および

改正法令の内容を分析し、通信制高校における「規制強化」の意義と課題を明らかにした川本吉

太郎会員による論文。「地域協働推進事業」での取り組みを手掛かりに、今後の「協働」関係の

構築及び協働関係の維持に対する知見を得ることを目的にした大西圭介会員と寝占真翔会員によ

る論文。国際機関が「健康」と「教育」をどのように位置づけ、国際的な取り組みを展開してき

たのかについて、保健ガバナンスとしてのWHO、教育ガバナンスとしてのUNICEF、UNESSCOに
焦点を当て、両領域にまたがるガバナンスの現状と課題について明らかにした小早川倫美会員、

黒木貴人会員、LKHAGVA Ariunjargal会員、張磊会員による論文。モンゴル国の教育（文化）科学
大臣の発出した明文化規程（「決定」）上にみる同国教員評価制度の成立から展開の具体的変遷を

明らかにした古賀一博会員、黒木貴人会員、LKHAGVA Ariunjargal会員、BAT-ERDENE Dagiimaa
会員による論文です。

　いずれの論文も編集委員による厳格な査読を経たものです。編集委員には的確な査読をしてい

ただきました。執筆者も査読意見に誠実に対応していただき、結果的に非常に質の高い論文を掲

載することができたと自負しております。

　今後も会員各位の積極的な投稿を期待します。

編集委員長　住岡　敏弘
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